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津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。   

平成２９年５月２９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３１号 

   津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市国民健康保険条例施行規則（平成１８年津市規則第１１３号）の一部を

次のように改正する。 

 第１７号様式（裏）、第１８号様式（裏）及び第１９号様式（裏）中「２６

万円」を「２７万円」に、「４７万円」を「４９万円」に改める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成２９年度以後の年

度分の保険料について適用する。 



津市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

平成２９年５月３１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

津市規則第３２号 

津市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等に関する規則の 

一部を改正する規則 

 津市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等に関する規則（平成

２７年津市規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「平成２８年度の利用者負担額は附則別表第２により算定する

額とし、」を削る。 

 附則第３項中「関わらず」を「かかわらず」に改める。 

附則別表第１から附則別表第３までを次のように改める。 

附則別表第１及び附則別表第２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則別表第３（附則第２項関係） 

津市立幼稚園を利用する１号認定子どもに係る平成２９年度の利用者負担額 

世帯の階層区分 利用者負担額 

（月額） 階層 区分 定義 

Ａ １ 

被保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第１項に規定する被保護者をいう。以

下同じ。）のある世帯 

０円 

Ｂ 

２ Ａ階層を除き

均等割を課さ

れない世帯等 

要保護者等世帯 ０円 

３ その他の世帯 ２，０００円 

４ 

Ａ階層及び均

等割を課され

ない世帯等を

除き、所得割

合算額が０円

の世帯 

要保護者等世帯 ０円 

５ その他の世帯 ２，０００円 

Ｃ 

６ 

Ａ階層及びＢ

階層を除き、

所得割合算額

が次の区分に

該当する世帯 

１円以上６１，

６０１円未満 

要保護者等世帯 ２，０００円 

７ その他の世帯 ５，８００円 

８ ６１，６０１円

以上７７，１０

１円未満 

要保護者等世帯 ２，０００円 

９ その他の世帯 ７，７００円 

Ｄ 

１０ 
７７，１０１円以上１４３，１０

１円未満 
８，６００円 

１１ 
１４３，１０１円以上２１１，２

０１円未満 
９，２００円 

Ｅ １２ ２１１，２０１円以上 １０，６００円 

１ 同一世帯に幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等（児童福祉法第 

２４条第２項に規定する家庭的保育事業等をいう。)(以下「幼稚園等」という。)、

特別支援学校の幼稚部若しくは児童心理治療施設（児童福祉法第４３条の２に規 

定する児童心理治療施設（児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律 

第６３号）附則第６条の規定により児童心理治療施設とみなされるものを含む。）

をいう。以下同じ。）に通い、若しくは在学する小学校就学前子ども、特例保育 

、 



を受ける小学校就学前子ども、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受け 

る小学校就学前子ども又は小学校第１学年から第３学年までに在学する子ども 

（以下この表において「対象子ども」という。）が２人以上いる場合における津 

市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄 

に掲げる１号認定子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用す 

る。 

⑴ 対象子どもを含めて年齢の高い順に

１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 対象子どもを含めて年齢の高い順に

２人目の１号認定子ども 

この表に定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

⑶ 対象子どもを含めて年齢の高い順に

３人目以降の１号認定子ども 
０円 

 

２ １の規定にかかわらず、所得割合算額が７７，１０１円未満の要保護者等世帯 

において、特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２ 

１３号）第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が 

２人以上いる場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利 

用者負担額は、次の表の左欄に掲げる１号認定子どもの区分に応じ、それぞれ同 

表の右欄に掲げる額を適用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順

に１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順

に２人目以降の１号認定子ども 
０円 

 

３ １の規定にかかわらず、所得割合算額が７７，１０１円未満のその他の世帯に 

おいて、特定被監護者等が２人以上いる場合における津市立幼稚園を利用してい 

る１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄に掲げる１号認定子ども 

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順

に１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順

に２人目の１号認定子ども 

この表に定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

⑶ 特定被監護者等のうち年齢の高い順

に３人目以降の１号認定子ども 
０円 



４ １及び３の規定にかかわらず、均等割を課されない世帯等又は所得割合算額が 

０円の世帯のその他の世帯において、特定被監護者等が２人以上いる場合におけ 

る津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の 

左欄に掲げる１号認定子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適 

用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順

に１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順

に２人目以降の１号認定子ども 
０円 

５ 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するため利用者負担額を負担する 

ことが困難である場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係 

る利用者負担額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合におい 

て、１から４までの規定の適用を受けるときは、１から４までの規定を適用した 

後にこの規定を適用するものとする。 

⑴ 支給認定保護者及びその配偶者又はそれらの属する世帯の生

計を主として維持する者（以下「支給認定保護者等」という。

が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住

宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。 

０円 

⑵ 支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の

収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁そ

の他これに類する理由により著しく減少したこと。 

０円 

⑶ 支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が

死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは

長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少した

こと。 

０円 

⑷ 支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の

収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失

業等により著しく減少したこと。 

この表に定め

る額に２分の

１を乗じて得

た額 

⑸ １号認定子どもの属する世帯が児童福祉法第３８条に規定す

る母子生活支援施設に入所しており、支給認定保護者の過去３

箇月の平均収入が、生活保護法に規定するその世帯の生活扶助

この表に定め

る額に２分の

１を乗じて得、 

） 

 



住宅扶助及び教育扶助の額を合計した額の１．３倍以下である

こと。 

た額 

⑹ １号認定子どもが、災害、疾病等により津市立幼稚園を当該

月の保育日数の３分の２以上利用できなかったこと又は感染症

により医師から利用の停止を指示され、津市立幼稚園を当該月

の保育日数の２分の１以上利用できなかったこと。 

この表に定め

る額に２分の

１を乗じて得

た額 

⑺ １号認定子どもが感染症等により医師から利用の停止を指示

され、当該月において津市立幼稚園を全く利用できなかったこ

と。 

０円 

 

備考 

１ この表における「均等割」とは、支給認定保護者等に係る特定教育を受けた月 

の属する年度（４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭 

和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

２ この表における「均等割を課されない世帯等」とは、均等割を課されない世帯 

又は養育里親等（児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育 

事業を行う者、同法第６条の４第１号に規定する養育里親又は同法第７条第１項 

に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自 

立支援施設に限る。）の長をいう。以下同じ。）が支給認定保護者等である世帯 

をいう。 

３ この表における「所得割合算額」とは、支給認定保護者等に係る特定教育を受 

けた月の属する年度（４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の地方税 

法第２９２条第１項第２号に規定する所得割（同法第３２８条の規定によって課 

する所得割を除く。以下同じ。）の額（同法第３１４条の７から第３１４条の９ 

まで並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の２第６項、第５ 

条の５第２項、第７条の２第４項及び第５項、第７条の３第２項及び第４５条の 

規定により控除された金額があるときは、当該金額を控除する前の額とする。以 

下同じ。）を合算した額をいう。 

４ この表における「要保護者等世帯」とは、特定教育を受けた月に次の各号のい 

ずれかに該当する者のある世帯をいう。 

⑴ 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者（被保護者を除く。） 

⑵ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第６項 

に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない 

 



男子で現に児童を扶養しているもの 

⑶ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定によ 

り身体障害者手帳の交付を受けた者 

⑷ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規定に 

より療育手帳の交付を受けた者 

⑸ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第 

４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

⑹ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定 

める特別児童扶養手当の支給対象児童 

⑺ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金 

等の受給者 

⑻ その他市長が⑴に規定する者と同程度に生活が困窮していると認める者 

５ １号認定子どもの母親が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政 

令第２２４号）第１条第２号の女子に該当する場合は、地方税法第２９２条第１ 

項第１１号イの「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は 

夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」に該当するものとみなして算出 

した所得割の額に対応する階層に係る利用者負担額を適用するものとする。 

６ １号認定子どもの父親が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第２条第２号の 

男子に該当する場合は、地方税法第２９２条第１項第１２号の「妻と死別し、若 

しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令 

で定めるもの」に該当するものとみなして算出した所得割の額に対応する階層に 

係る利用者負担額を適用するものとする。 

７ ５及び６に掲げる所得割の額とは、当該市町村民税を課した市町村の基準によ 

り算定した額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 附則別表第４中 

「           「 

 

          を           に、「情緒障害児短期治療 

 

         」           」 

施設」を「児童心理治療施設」に、 

「                                

 

 

 

 

                   」 

を 

「                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   」 

に改め、同表備考６中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に改める。 

 

 

 

３，０００円 

６，３００円 

５，２００円 

９，０００円 

 

２，０００円 

５，８００円 

２，０００円 

８，４００円 

 

４ 次の各号のいずれかの事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難 

である場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負 

担額は、次の表の左欄に掲げる事由に応じ、同表の右欄に掲げる額を適用する。 

この場合において、１から３までの規定の適用を受けるときは、１から３までの 

規定を適用した後にこの規定を適用するものとする。 

４ １及び３の規定にかかわらず、均等割を課されない世帯等又は所得割合算額が 

０円の世帯のその他の世帯において、特定被監護者等が２人以上いる場合におけ 

る津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の 

左欄に掲げる１号認定子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適 

用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に２人目以降の１号認定子ども 
０円 

５ 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するため利用者負担額を負担する 

ことが困難である場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係 

る利用者負担額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合におい 

て、１から４までの規定の適用を受けるときは、１から４までの規定を適用した 

後にこの規定を適用するものとする。 

 



附則別表第５中 

「           「 

 

          を           に、「情緒障害児短期治療 

 

         」           」 

施設」を「児童心理治療施設」に、 

「                                

 

 

 

 

                   」 

を 

「                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                」 

に改め、同表備考６中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に改める。 

 

 

 

３，０００円 

６，４００円 

５，２００円 

１０，０００円 

 

２，０００円 

５，８００円 

２，０００円 

９，０００円 

 

４ 次の各号のいずれかの事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難 

である場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負 

担額は、次の表の左欄に掲げる事由に応じ、同表の右欄に掲げる額を適用する。 

この場合において、１から３までの規定の適用を受けるときは、１から３までの 

規定を適用した後にこの規定を適用するものとする。 

４ １及び３の規定にかかわらず、均等割を課されない世帯等又は所得割合算額が 

０円の世帯のその他の世帯において、特定被監護者等が２人以上いる場合におけ 

る津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の 

左欄に掲げる１号認定子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適 

用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に２人目以降の１号認定子ども 
０円 

５ 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するため利用者負担額を負担する 

ことが困難である場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係 

る利用者負担額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合におい 

て、１から４までの規定の適用を受けるときは、１から４までの規定を適用した 

後にこの規定を適用するものとする。 

 



附則別表第６中 

「           「 

 

 

       」           」 

施設」を「児童心理治療施設」に、 

「                                

 

 

 

 

                   」 

を 

「                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   」 

に改め、同表備考６中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に改める。 

 

 

 

 

３，０００円 

６，０００円 

３，０００円 

 

２，０００円 

５，８００円 

２，０００円 

 

４ 次の各号のいずれかの事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難 

である場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負 

担額は、次の表の左欄に掲げる事由に応じ、同表の右欄に掲げる額を適用する。 

この場合において、１から３までの規定の適用を受けるときは、１から３までの 

規定を適用した後にこの規定を適用するものとする。 

４ １及び３の規定にかかわらず、均等割を課されない世帯等又は所得割合算額が 

０円の世帯のその他の世帯において、特定被監護者等が２人以上いる場合におけ 

る津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の 

左欄に掲げる１号認定子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適 

用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に２人目以降の１号認定子ども 
０円 

５ 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するため利用者負担額を負担する 

ことが困難である場合における津市立幼稚園を利用している１号認定子どもに係 

る利用者負担額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合におい 

て、１から４までの規定の適用を受けるときは、１から４までの規定を適用した 

後にこの規定を適用するものとする。 

 

を に、「情緒障害児短期治療 

 



別表第１中 

「           「 

 

         を           に、「情緒障害児短期治療 

 

         」           」 

施設」を「児童心理治療施設」に、 

「                                

 

 

 

 

                                 」 

を 

「                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                」 

に改め、同表備考６中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に改める。 

 

 

 

３，０００円 

６，５００円 

５，２００円 

１１，０００円 

 

２，０００円 

５，８００円 

２，０００円 

９，６００円 

 

４ 次の各号のいずれかの事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難 

である場合における１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄に掲げ 

る事由に応じ、同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合において、１から３ 

までの規定の適用を受けるときは、１から３までの規定を適用した後にこの規定 

を適用するものとする。 

４ １及び３の規定にかかわらず、均等割を課されない世帯等又は所得割合算額が 

０円の世帯のその他の世帯において、特定被監護者等が２人以上いる場合におけ 

る幼稚園等を利用している１号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄 

に掲げる１号認定子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用す 

る。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に１人目の１号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に２人目以降の１号認定子ども 
０円 

５ 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するため利用者負担額を負担する 

ことが困難である場合における１号認定子どもに係る利用者負担額は、それぞれ 

同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合において、１から４までの規定の適 

用を受けるときは、１から４までの規定を適用した後にこの規定を適用するもの 

とする。 

 



別表第２中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               」 

「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に、「以下の表」を「以

下この表」に、 

「                                

 

 

 

 

                                 」 

を 

「                                

 

 

 

 

 

 

３，３００円 ３，２００円 

７，０００円 ６，８００円 

３，７５０円 ３，６５０円 

８，０００円 ７，８００円 

４，２５０円 ４，１５０円 

９，０００円 ８，８００円 

４，９５０円 ４，８５０円 

１０，５００円 １０，３００円 

５，８００円 ５，７００円 

１１，６００円 １１，４００円 

６，３５０円 ６，２００円 

１２，７００円 １２，４００円 

７，０００円 ６，８５０円 

１４，０００円 １３，７００円 

８，１５０円 ８，０００円 

 

３，０００円 ２，９００円 

７，０００円 ６，８００円 

３，０００円 ２，９００円 

８，０００円 ７，８００円 

３，０００円 ２，９００円 

９，０００円 ８，８００円 

３，０００円 ２，９００円 

１０，５００円 １０，３００円 

３，０００円 ２，９００円 

１１，６００円 １１，４００円 

３，０００円 ２，９００円 

１２，７００円 １２，４００円 

３，０００円 ２，９００円 

１４，０００円 １３，７００円 

３，０００円 ２，９００円 

４ 次の各号のいずれかの事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難 

である場合における２号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄に掲げ 

る事由に応じ、同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合において、１から３ 

までの規定の適用を受けるときは、１から３までの規定を適用した後にこの規定 

を適用するものとする。 

４ １及び３の規定にかかわらず、均等割を課されない世帯のその他の世帯におい 

て、特定被監護者等が２人以上いる場合における幼稚園等を利用している２号認 

定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄に掲げる２号認定子どもの区分に 

応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に１人目の２号認定子ども 
この表に定める額 

 

 

を に、 

「 

」 

 



「                                

 

 

 

 

 

 

                                   」 

に改め、同表備考７中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に改める。 

別表第３中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               」  

「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に、 

「                                

 

 

 

 

                                 」 

を 

「 

４，７５０円 ４，６５０円 

１０，０００円 ９，８００円 

５，３００円 ５，２００円 

１１，２００円 １１，０００円 

５，９５０円 ５，８００円 

１２，５００円 １２，２００円 

６，９００円 ６，７５０円 

１３，８００円 １３，５００円 

７，５５０円 ７，４００円 

１５，１００円 １４，８００円 

８，２５０円 ８，１００円 

１６，５００円 １６，２００円 

９，５００円 ９，３００円 

４，５００円 ４，４００円 

１０，０００円 ９，８００円 

４，５００円 ４，４００円 

１１，２００円 １１，０００円 

４，５００円 ４，４００円 

１２，５００円 １２，２００円 

４，５００円 ４，４００円 

１３，８００円 １３，５００円 

４，５００円 ４，４００円 

１５，１００円 １４，８００円 

４，５００円 ４，４００円 

１６，５００円 １６，２００円 

４，５００円 ４，４００円 

４ 次の各号のいずれかの事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難 

である場合における３号認定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄に掲げ 

る事由に応じ、同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合において、１から３ 

までの規定の適用を受けるときは、１から３までの規定を適用した後にこの規定 

を適用するものとする。 

 

を に、 

「 

」 

４ １及び３の規定にかかわらず、均等割を課されない世帯のその他の世帯におい 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に２人目以降の２号認定子ども 
０円 

５ 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するため利用者負担額を負担する 

 ことが困難である場合における２号認定子どもに係る利用者負担額は、それぞれ 

 同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合において、１から４までの規定の適 

 用を受けるときは、１から４までの規定を適用した後にこの規定を適用するもの 

 とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              」 

に改め、同表備考６中「第１条の２第２号」を「第２条第２号」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等に関する

規則の規定は、平成２９年４月１日以後の特定教育・保育施設等の利用に係

る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育施設等の利用に係

る利用者負担額については、なお従前の例による。 

て、特定被監護者等が２人以上いる場合における幼稚園等を利用している３号認 

定子どもに係る利用者負担額は、次の表の左欄に掲げる３号認定子どもの区分に 

応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を適用する。 

⑴ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に１人目の３号認定子ども 
この表に定める額 

⑵ 特定被監護者等のうち年齢の高い順 

に２人目以降の３号認定子ども 
０円 

５ 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するため利用者負担額を負担する 

ことが困難である場合における３号認定子どもに係る利用者負担額は、それぞれ 

同表の右欄に掲げる額を適用する。この場合において、１から４までの規定の適 

用を受けるときは、１から４までの規定を適用した後にこの規定を適用するもの 

とする。 

 



津市告示第１０４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

平成２９年５月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 名称 

  高座原自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な 

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

   回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

   美化・清掃等区域内の環境の整備 

   集会施設の維持管理 

   地域の安全に関する相互協力 

   伝統行事の伝承 

３ 区域 

  本会の区域は、津市美里町高座原１５７番地から１９４６番地までの区域 

とする。 

４ 主たる事務所 

三重県津市美里町高座原４２０番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

  横山 帛生 

  三重県津市美里町高座原４２８番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

 無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の事由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号 

 の規定により解散する。 



  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得 

なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２９年５月１６日 



津市告示第１０５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２６年津市告示第１８３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

 平成２９年５月１６日 

                       津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  平木区自治会 

  三重県津市美里町平木８６２番地 

  代表者 谷口 宇一 

２ 変更に係る事項  

 規約に定める目的 

変更前 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うこと

により、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的

とする。 

 通知配布、回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

 美化・清掃等区域内の環境の整備 

 自治会集会所及び財産の維持管理 

 区域内の道路、街路灯整備、修理 

 区域内の防火、防犯、防災活動 

 文化レクレーション活動 

変更後 本会は、地域で互いに助け合い、以下に掲げるような地域

的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び

形成に資することを目的とする。 

 通知配布、回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

 美化・清掃等区域内の環境の整備 

 自治会集会所及び財産の維持管理 

 区域内の道路、街路灯整備、修理 

 区域内の防火、防犯、防災活動 



   文化レクレーション活動 

 区域 

変更前 津市美里町平木３２８番地１から同所９５４番地まで 

変更後 本会の区域は、津市美里町平木２番から１６０８番１５まで

の区域とする。 

 事務所 

変更前 平木多目的集会所及び自治会長宅 

変更後 津市美里町平木４９２番地 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 野田 眞嗣 

三重県津市美里町平木９４８番地 

変更後 谷口 宇一 

三重県津市美里町平木８６２番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の規約に定める目的、区域、事務所及び代表者の変更が、 

平成２９年４月９日の定期総会において承認されたため。 



津市告示第１０６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２７年津市告示第２１４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  汐彩の街自治会 

  三重県津市島崎町１７４番地１ 

  代表者 加藤 剛 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
新屋敷 和憲 

三重県津市島崎町１５５番地８ 

変更後 
加藤 剛 

三重県津市島崎町１７４番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年４月８日の定期総会において選任

され、同年５月８日から就任することになったため。 



津市告示第１０７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年河芸町告示第１４４０号で認可した地縁による団体から告示さ

れた事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとお

り告示する。 

  平成２９年５月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  中瀬自治会 

  三重県津市河芸町中瀬３２２番地 

  代表者 田中 幹郎 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
内山 豊志 

三重県津市河芸町中瀬１４７番地 

変更後 
田中 幹郎 

三重県津市河芸町中瀬３４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年４月２日の定期総会において改選

されたため。 



  

津市告示第１０８号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

平成２９年５月１７日

津市長 前 葉 泰 幸  

    

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２３１３８７ 平成２８年１０月１日 平成２９年４月１２日

９２０９２０８ 平成２８年１０月１日 平成２９年４月３日

９２０８５７１ 平成２８年１０月１日 平成２９年４月７日

０３２１０２６ 平成２８年１０月１日 平成２９年４月１０日

９２１０１７７ 平成２８年１０月１日 平成２９年４月２８日



津市告示第１０９号 

 下記の者の差押調書謄本等は、住所居所不明のため送達することができない

ので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部特別滞納整理推進室

で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２９年５月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○

○○ ○○ 差押調書謄本、配当計 

算書謄本及び充当明細 

書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第１１０号 

 下記の者の差押調書謄本は、住所居所不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条により準用する地 

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部特別滞納整理推進室

で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２９年５月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ 差押調書謄本 

注意：国民健康保険法第７８条により準用する地方税法第２０条の２第３項の

規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに、書類

の送達があったものとみなす。 



津市告示第１１１号 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第６条第５項の規定

に基づき利用者負担額等収納事務の一部を委託したので、子ども・子育て支援

法施行令（平成２６年政令第２１３号）附則第８条第１項の規定により告示す

る。 

  平成２９年５月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 収納する利用者負担額等 

  津市保育施設利用者負担額等 

２ 委託先 

  別表のとおり 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

  



別表 

法人の名称 施設の名称 施設の所在地 

社会福祉法人白蓮福祉会 白塚愛児園 津市白塚町５３３４番

地 

社会福祉法人高田福祉事

業協会 

高田保育園 津市一身田町２８０番

地 

社会福祉法人白蓮福祉会 津愛児園 津市桜橋三丁目４５番

地１ 

社会福祉法人清泉福祉会 清泉愛育園 津市南丸之内８番６１

号 

社会福祉法人諦聴会 三重保育院 津市柳山津興３３１０

番地 

社会福祉法人諦聴会 三重保育院乳児保育所 津市柳山津興３３１０

番地 

社会福祉法人鈴の木会 片田保育園 津市片田志袋町３８４

番地 

社会福祉法人桃郷福祉会 つ保育園 津市藤方２６７０番地 

社会福祉法人泉福祉会 泉ヶ丘保育園 津市野田２１番地８１

７ 

社会福祉法人津栄社会福

祉事業協会 

大里保育園 津市大里睦合町６０９

番地１ 

社会福祉法人若草福祉会 公園西保育園 津市長岡町９番地３ 

社会福祉法人洗心福祉会 豊野保育園 津市一身田豊野１９７

９番地１ 

社会福祉法人島井福祉会 ひかり保育園 津市半田１４４２番地

１ 

社会福祉法人藤水福祉会 藤水保育園 津市藤方１５３１番地 

社会福祉法人三重清暉会 志登茂保育園 津市一身田平野３６１

番地１ 

社会福祉法人上浜福祉会 上浜保育園 津市上浜町五丁目１５

０番地 

社会福祉法人洗心福祉会 はなこま保育園 津市高茶屋小森町４１ 



  ５９番地 

社会福祉法人藤水福祉会 風の子藤水保育園 津市雲出島貫町１７３

５番地５ 

社会福祉法人すぎのこ福

祉会 

すぎのこ保育園 津市久居中町３３６番

地４ 

社会福祉法人自由学苑福

祉会 

久居保育園 津市久居西鷹跡町３６

５番地１１ 

社会福祉法人豊津児童福

祉会 

ゆたか保育園 津市河芸町中別保１６

５６番地 

社会福祉法人三鈴会 さくら保育園 津市河芸町影重１１４

０番地１ 

社会福祉法人ライト 美里さつき保育園 津市美里町五百野１６

１７番地１ 

社会福祉法人洗心福祉会 第二はなこま保育園 津市高茶屋小森上野町

７７８番地 

社会福祉法人藤水福祉会 風の丘藤水保育園 津市戸木町４６０７番

地 

社会福祉法人自由学苑福

祉会 

大川乳幼児保育園 津市大谷町２４０番地 



津市告示第１１２号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２９年５月２２日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

西丸之内地内 １ 平成２９年 ４月 ３日

南新町地内 １ 平成２９年 ４月 ４日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ４月１０日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ４月１４日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ４月１４日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ４月１８日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ４月２０日

桜橋一丁目地内 １ 平成２９年 ４月２０日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ４月２１日

高茶屋小森町地内 ２ 平成２９年 ４月２１日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２９年 ４月２４日

津興地内 ２ 平成２９年 ４月２５日

アスト公共自転車等駐車場 ５６ 平成２９年 ４月２７日

白塚町地内 １ 平成２９年 ４月２８日

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１１３号 

平成２８年産大豆に係る畑作物共済（全相殺方式）の共済金の支払額を決定

したので、津市農業共済条例を廃止する条例（平成２８年津市条例第３５号）

附則第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の津市農業

共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第１１５条の規定により、畑作物

共済加入者ごとに共済金の支払額、畑作物共済減収量、共済金の支払期日及び

共済金の支払方法を次のとおり公表する。 

平成２９年５月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済金支払額、減収量等一覧 

加入者 地域 
共済金支払額 

 （円）

減収量 

(㎏)
支払期日 支払方法

Ａ 芸濃 1,343,457 3,963 平成29年5月26日 口座振込

Ｂ 芸濃 304,422 898

Ｃ 芸濃 1,316,337 3,883

Ｄ 安濃 68,663 577

Ｅ 安濃 39,324 116

Ｆ 安濃 94,248 792

Ｇ 美里 744,345 6,255

Ｈ 美里 479,007 1,413

Ｉ 白山 481,380 1,420

Ｊ 白山 176,953 1,487

Ｋ 一志 16,779 141

Ｌ 一志 2,856 24

Ｍ 一志 22,610 190

１３人 計 5,090,381 21,159   



津市告示第１１４号 

計量器の定期検査を次のとおり実施するので、計量法（平成４年法律第５１

号）第２１条第２項の規定に基づき告示する。 

  平成２９年５月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 定期検査の対象となる計量器 

  質量計のうち、計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第２条第２号に

定める非自動はかり、分銅及びおもり 

２ 検査日時及び場所 

検査日 曜日 検査時間 検査場所 

平成２９年

８月８日 
火 午前１０時から正午まで 

津市計量検査所 

（津市本庁舎敷地内） 

平成２９年

８月１７日
木 

午前１０時１５分から正午

まで 

津市美杉総合文化センタ

ー 

平成２９年

８月１８日
金 午前１０時から正午まで 津市久居体育館 

平成２９年

８月２１日
月 

午前１０時１５分から正午

まで 
津市白山庁舎 

平成２９年

８月２２日
火 

午前１０時から正午まで 

午後１時から午後２時まで 

津市香良洲公民館 

（津市香良洲庁舎東隣）

平成２９年

８月２３日
水 午前１０時から正午まで 津市高茶屋市民センター

平成２９年

８月２３日
水 午後２時から午後３時まで 津市橋南市民センター 

平成２９年

８月２４日
木 午前１０時から正午まで 

津市一志高岡公民館 

（津市一志庁舎西隣） 

平成２９年

８月３１日
木 午後１時から午後３時まで 

津市計量検査所 

（津市本庁舎敷地内） 

３ 検査対象地域 

津地域（修成地区、育生地区、南が丘地区、藤水地区、高茶屋地区、雲出



地区）、久居地域、香良洲地域、一志地域、白山地域、美杉地域 



津市告示第１１５号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項に基づき撤去し、保管している自転車について、同条例第１６

条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２９年５月２５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ５月 １日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ５月 ２日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２９年 ５月 ８日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２９年 ５月 ８日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ５月 ９日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２９年 ５月１０日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ５月１１日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ５月１２日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２９年 ５月１５日

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１１６号 

 下記の者の差押調書謄本等は、住所居所不明のため送達することができない

ので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２９年５月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○○○

○○ ○○ 差押調書謄本、債権差

押解除通知書及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○ ○○○

○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○ ○○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○○

○○○ ○○○○○ 

○○○○○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○ 

○○○○ ○○○○○

○ ○○○○○○ ○

○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○ 

○○ ○ 配当計算書謄本 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第１１７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２３年津市告示第１８６号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  栗真町屋町連合自治会 

  三重県津市栗真町屋町７１４番地１ 

  代表者 山田 義則 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
幾田 宗男 

三重県津市栗真町屋町１３５７番地７ 

変更後 
山田 義則 

三重県津市栗真町屋町１１３８番地３ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年５月１４日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１１８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２９年津市告示第１１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年５月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  上太郎生地区自治会連合会 

  三重県津市美杉町太郎生１１２６番地２ 

  代表者 中林 則孝 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
國嶋 泰彦 

三重県津市美杉町太郎生５８２番地 

変更後 
中林 則孝 

三重県津市美杉町太郎生６４１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年５月１４日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１１９号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月２６日 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 事業計画が定められた年月日 

  平成２９年４月１日 

２ 調査を行う者の名称 

  津市 

３ 調査地域 

  一区、香良洲①、香良洲②、香良洲③、佐田①及び佐田②－１ 

４ 調査期間 

  告示の日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１３年白山町告示第４７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  美里区自治会 

  三重県津市白山町山田野６０番地３ 

  代表者 増田 晃一 

２ 変更に係る事項 

 事務所の所在地 

変更前 三重県津市白山町山田野７５６番地１ 

変更後 三重県津市白山町山田野６０番地３ 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
藤田 初男 

三重県津市白山町山田野７５６番地１ 

変更後 
増田 晃一 

三重県津市白山町山田野６０番地３ 

３ 変更年月日 

  平成２９年４月１日 

４ 変更の理由 

  地縁による団体の代表者及び事務所の所在地の変更が、平成２９年１月２    

  ２日の定期総会において承認されたため。 



津市告示第１２１号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（久居地域）の使用料 

２ 委託先 

津市大門１５番２２号 

タカモリタクシー株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（河芸地域）の使用料 

２ 委託先 

津市中央１番１号 

三重交通株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（芸濃地域）の使用料 

２ 委託先 

津市大門１５番２２号 

タカモリタクシー株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（美里地域）の使用料 

２ 委託先 

津市中央１番１号 

三重交通株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（安濃地域）の使用料 

２ 委託先 

津市大門１５番２２号 

タカモリタクシー株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（一志地域）の使用料 

２ 委託先 

津市一志町高野２２５番地１ 

一志運輸株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月３日から平成３０年３月３０日まで 



津市告示第１２７号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（白山地域）の使用料 

２ 委託先 

津市中央１番１号 

三重交通株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料の徴収の事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月２９日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料 

  津市コミュニティバス（美杉地域）の使用料 

２ 委託先 

津市中央１番１号 

三重交通株式会社 

３ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



津市告示第１２９号 

 平成２９年第２回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２９年５月２９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２９年６月５日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第１３０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年５月２９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 廃 止 の 区 間 
供用廃止 

年月日 

７０８５
高茶屋小森町里ノ上

第１号線 

津市高茶屋小森町字竹縄

２８７番１地先から 平成２９年 

５月２９日 津市高茶屋小森町字竹縄

２９４番１地先まで 



津市告示第１３１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年５月２９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 路線名  ４０８０ 塔世橋南郊線 

道路の区域 

区域 
新旧

の別

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市港町５１３番９地先から 

津市港町５１３番９地先まで 
旧 

11.3 

～16.7
47.4 

津市港町５１３番９地先から 

津市港町５１３番９地先まで 
新 

18.8 

～23.4
47.4 



津市告示第１３２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第１７３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  杜の街アカシアの丘自治会 

  三重県津市河芸町杜の街二丁目３０番地１９ 

  代表者 下鳥 昌司 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
畠田 康宏 

三重県津市河芸町杜の街二丁目５番地９ 

変更後 
下鳥 昌司 

三重県津市河芸町杜の街二丁目３３番地５ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年４月２日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年一志町告示第１１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  向川原自治会 

  三重県津市一志町大仰１５２番地５ 

  代表者 中川 諭 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
岡野 茂樹 

三重県津市一志町大仰７４番地 

変更後 
中川 諭 

三重県津市一志町大仰３６４番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年４月８日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１３４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年一志町告示第２７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  岩垣内自治会 

  三重県津市一志町波瀬４２３９番地２ 

  代表者 池下 正則 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
古田 覚 

三重県津市一志町波瀬４２４５番地２ 

変更後 
池下 正則 

三重県津市一志町波瀬４０８１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月２５日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１３５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１２年一志町告示第１４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  野田一自治会 

  三重県津市一志町高野５０番地２ 

  代表者 田中 一也 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
川合 幸夫 

三重県津市一志町高野３５番地６ 

変更後 
田中 一也 

三重県津市一志町高野３６番地１９ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年４月９日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１３６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年一志町告示第１３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  中村自治会 

  三重県津市一志町波瀬２０１９番地 

  代表者 近藤 正之 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
土肥 真澄 

三重県津市一志町波瀬２１９３番地３ 

変更後 
近藤 正之 

三重県津市一志町波瀬２０３６番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年４月１６日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１３７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年一志町告示第２８号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  野口自治会 

  三重県津市一志町波瀬５０１０番地 

  代表者 藤岡 修 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
伊藤 由宗 

三重県津市一志町波瀬５０１２番地１ 

変更後 
藤岡 修 

三重県津市一志町波瀬５０３７番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月２５日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１３８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２３年津市告示第１６９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  下之世古自治会 

  三重県津市一志町波瀬１７９４番地２ 

  代表者 谷 政博 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
水谷 賢次 

三重県津市一志町波瀬１５４７番地１ 

変更後 
谷 政博 

三重県津市一志町波瀬１７９７番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月２５日の定期総会において選

任され、同年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第１３９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成５年一志町告示第３２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  片山自治会 

  三重県津市一志町大仰８７８番地２ 

  代表者 飯田 紳一郎 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
岡野 誠 

三重県津市一志町大仰８８５番地 

変更後 
飯田 紳一郎 

三重県津市一志町大仰９１３番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月５日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１４０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成６年一志町告示第１９号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  遠河自治会 

  三重県津市一志町波瀬２３２３番地３ 

  代表者 森田 秀昭 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
竹内 正人 

三重県津市一志町波瀬３５５９番地 

変更後 
森田 秀昭 

三重県津市一志町波瀬３５９１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月１２日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第１４１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年一志町告示第３４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２９年５月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  室ノ口自治会 

  三重県津市一志町波瀬６４００番地３ 

  代表者 林 克明 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
齋藤 登 

三重県津市一志町波瀬７０２１番地３ 

変更後 
林 克明 

三重県津市一志町波瀬７０１９番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年３月１８日の定期総会において改

選されたため。 



津市公告第５７号                                           

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号。以下「条例」といいます。）第４条第１項の規定に

より次のとおり公募します。 

  平成２９年５月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 入居資格 

  市営住宅に入居することができる者は、次の各号の要件をすべて備える者

とします。 

   現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上      

婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。）がある 

  こと。ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障害があるために 

  常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、 

  又は受けることが困難であると認められる者を除きます。）にあっては、 

  この限りではありません。 

  ア ６０歳以上の者 

  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障

害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定

める程度であるもの 

   （ア） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５

号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度 

   （イ） 精神障害（知的障害を除きます。以下同じです。） 精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第

６条第３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程度 

   （ウ） 知的障害 (イ)に規定する精神障害に該当する程度 

  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）

別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ

３の第１款症であるもの 

エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）      

 第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 



オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者 

カ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない者 

キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等 

  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３ 

年法律第３１号。以下「配偶者暴力防止等法」といいます。）第１条第 

２項に規定する被害者で(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当する者 

   （ア） 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は

同法第５条の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過し

ていない者 

   （イ） 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令

の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５

年を経過していないもの 

   入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入である者 

  ア Ａ区分住宅 １５８，０００円以下（裁量階層世帯２５９，０００円

以下） 

イ Ｂ区分住宅 １１４，０００円以下（裁量階層世帯１５８，０００円

以下） 

   裁量階層世帯とは、次の要件のいずれかに該当する世帯をいいます。 

   （ア） 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が次   

に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める程度の者がある世帯 

    ａ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級から４級 

までのいずれかに該当する程度 

ｂ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６

条第３項に規定する１級から２級までのいずれかに該当する程度 

ｃ 知的障害 ｂに規定する精神障害の程度に該当する程度 

（イ） 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが６

０歳以上又は１８歳未満の者のみである世帯 

（ウ） 申込者又は同居予定者に戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦

傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体

上の障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症ま



で又は同表第１号表ノ３の第１款症である者がいる世帯 

（エ） 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者があ

る世帯 

（オ） 申込者又は同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金

の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等が

ある世帯 

（カ） 申込者又は同居予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある世帯 

（キ） 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯 

ウ 収入については、申込者及び同居予定者の過去１年間における所得税

法（昭和４０年法律第３３号）の例に準じて算出した所得金額の合計か

ら次に掲げる額を控除した額を１２で除した額とします。 

（ア） 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円 

（イ） 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円 

（ウ） 特定扶養親族１人につき２５万円 

（エ） 申込者又は(ア)に規定する者に障害者がある場合には、障害者１人に

つき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円） 

（オ） 申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額） 

 現に住宅に困窮していることが明らかな者 

 津市内に住所又は勤務場所を有する者 

 市町村税等を滞納していない者 

 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員

でないこと。 

 条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法 

 受付期間及び受付時間 

   平成２９年６月１日（木）から同年６月６日（火）までの午前８時３０

分から午後５時１５分までとします。ただし、土曜日及び日曜日は除きま

す。 



   申込方法 

入居申込みは、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次のアから

クまでの書類を添付の上、建設部市営住宅課（津市役所本庁舎６階）又は

市営住宅課久居分室（ポルタひさい南館１階）に申込者又は事情の分かる

家族の者が提出してください。 

  ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書。た

だし、津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例（平成２７年津市条例第４０号）第４条第２項又は第３項の規定に

より当該書類と同一の内容を含む特定個人情報（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいいます。）を利用す

ることができるときは、当該書類の提出に代えることができます。 

  イ 申込者、同居予定者全員の住民票の写し 

  ウ 市町村税の完納証明書 

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙） 

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書 

  カ 心身障害者については手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手 

帳、療育手帳）、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 

又は社会福祉事務所長の証明書 

  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３箇月   

間の家賃の領収書の写し 

  ク その他必要な書類 

３ 優先入居住宅への申込み 

  次の各号に掲げる者は、条例第１０条第３項に定める優先入居住宅の募集

がある場合、申込みを行うことができます。 

 条例第５条各号に該当する者 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第

１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない

男子で２０歳に満たない児童と同居し、扶養している者 

 申込者又は同居予定者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起

算して５年を経過していない者 

 永住帰国を希望する中国残留邦人等 



 申込者が６０歳以上の者であり、同居予定者のいずれもが６０歳以上又

は１８歳未満の者であること。 

 １８歳未満の子が３人以上いる者 

 申込者又は同居予定者が心身障害者（身体障害者手帳１～４級、精神障

害者保健福祉手帳１～２級、療育手帳Ａ１（最重度）～Ｂ１（中度）の交

付を受けた者）であること。 

   申込者又は同居予定者が戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病 

者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程

度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同表第１号

表ノ３の第１款症であること。 

４ 住宅入居申込書の配付 

住宅入居申込書は、平成２９年５月１６日（火）から平成２９年６月６日

（火）までの午前８時３０分から午後５時１５分に、建設部市営住宅課及び 

市営住宅課久居分室で配付します。ただし、土曜日及び日曜日は除きます。 

５ 選考及び抽選 

  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居資格要件に適合する者（以 

下「入居適格者」といいます。）を選考します。 

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公 

 開抽選実施要綱（平成１８年訓第１８２号）に基づき、公開抽選会を行い、 

 入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択します。

優先入居住宅のある抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居住宅の抽選を 

 行い、続いて一般住宅の抽選を入居適格者と先の優先入居住宅の落選者によ 

 り行います。 

  公開抽選会は、平成２９年６月３０日（金）の予定です。 

６ 募集住宅及び戸数 

   Ａ区分住宅 

 白塚団地      ３戸（１戸） 

   津市白塚町５８番地３       鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 

   家賃  １５，０００円 ～ ３３，３００円 

 高洲町アパート   ２戸（１戸） 単身世帯可 

   津市高洲町２０番８号ほか     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

   家賃  １０，７００円 ～ ２４，９００円 

 大井アパート    １戸 単身世帯可 



津市中河原１３４番地       鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

家賃  １１，８００円 ～ ２５，１００円 

 南阿漕       １戸 

   津市阿漕町津興２２２番地８     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

   家賃  １５，４００円 ～ ３１，８００円 

 藤方団地      ３戸（１戸） 

   津市藤方２１３５番地        鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 

   家賃  １２，８００円 ～ ２９，９００円 

 藤水団地      １戸 車椅子世帯用 

   津市藤方２１３５番地        鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 

   家賃  ２１，４００円 ～ ４４，６００円 

 雲出        １戸 

津市雲出長常町１０２６番地１   鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 

   家賃  ２４，７００円 ～ ５６，８００円 

 森団地       １戸 単身世帯可 

   津市森町２１３４番地           簡易耐火２階建 ２ＤＫ 

   家賃   ７，９００円 ～ １１，９００円 

 北口団地      ２戸（１戸） 

  津市久居北口町１０６５番地９ほか 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 

   家賃  １３，７００円 ～ ３２，７００円 

 桃里団地Ｃ棟    １戸 単身世帯可 

   津市戸木町２１９１番地      鉄筋コンクリート２階建 ２ＤＫ 

   家賃  １４，６００円 ～ ３３，７００円 

 桃里団地Ｄ棟    １戸  

   津市戸木町２１９１番地      鉄筋コンクリート６階建 ２ＤＫ 

   家賃  ２０，７００円 ～ ４７，５００円 

 美里第１住宅    １戸 

津市美里町北長野７５２番地１   鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 

   家賃  １４，３００円 ～ ３２，９００円 

 美里第２住宅    ２戸（１戸） 単身世帯可 

   津市美里町北長野５２２番地１ほか      簡易耐火２階建 ３Ｋ 

   家賃   ８，０００円 ～ １７，７００円       

 Ｂ区分住宅 



 朝汐アパート    １戸 単身世帯可 

津市下弁財町津興８０２番地    鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

      家賃   ７，７００円 ～１１，４００円 

 西城山アパート   ３戸（１戸） 単身世帯可 

   津市城山三丁目１０番       鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

   家賃   ８，６００円 ～１３，２００円 

括弧内の戸数は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数です。 

家賃は、平成２９年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入等

に応じた家賃となります。 

  また、平成３０年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じた

家賃となります。 

７ 入居の時期 

  平成２９年８月上旬の予定です。 



津市公告第５８号                                           

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１ 

８年津市条例第２１５号。以下「条例」といいます。）第４条第１項の規定に 

より次のとおり公募します。 

  平成２９年５月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 入居資格 

  市営住宅に入居することができる者は、次の各号の要件をすべて備える者

とします。 

   現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上      

婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。）がある 

  こと。ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障害があるために 

  常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、 

  又は受けることが困難であると認められる者を除きます。）にあっては、 

  この限りではありません。 

  ア ６０歳以上の者 

  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障

害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定

める程度であるもの 

   （ア） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５

号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度 

   （イ） 精神障害（知的障害を除きます。以下同じです。） 精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第

６条第３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程度 

   （ウ） 知的障害 (イ)に規定する精神障害に該当する程度 

  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）

別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ

３の第１款症であるもの 

エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号） 

第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 



オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者 

カ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない者 

キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等 

  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３ 

年法律第３１号。以下「配偶者暴力防止等法」といいます。）第１条第 

２項に規定する被害者で(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当する者 

   （ア） 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は

同法第５条の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過し

ていない者 

   （イ） 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令

の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５

年を経過していないもの 

   入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入である者 

  ア １５８，０００円以下（裁量階層世帯２５９，０００円以下） 

   裁量階層世帯とは、次の要件のいずれかに該当する世帯をいいます。 

   （ア） 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が次   

に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める程度の者がある世帯 

    ａ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級から４級 

までのいずれかに該当する程度 

ｂ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６

条第３項に規定する１級から２級までのいずれかに該当する程度 

ｃ 知的障害 ｂに規定する精神障害の程度に該当する程度 

（イ） 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが６

０歳以上又は１８歳未満の者のみである世帯 

（ウ） 申込者又は同居予定者に戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦

傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体

上の障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症ま

で又は同表第１号表ノ３の第１款症である者がいる世帯 

（エ） 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者があ



る世帯 

（オ） 申込者又は同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金

の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等が

ある世帯 

（カ） 申込者又は同居予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある世帯 

（キ） 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯 

イ 収入については、申込者及び同居予定者の過去１年間における所得税

法（昭和４０年法律第３３号）の例に準じて算出した所得金額の合計か

ら次に掲げる額を控除した額を１２で除した額とします。 

（ア） 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円 

（イ） 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円 

（ウ） 特定扶養親族１人につき２５万円 

（エ） 申込者又は(ア)に規定する者に障害者がある場合には、障害者１人に

つき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円） 

（オ） 申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額） 

 現に住宅に困窮していることが明らかな者 

 津市内に住所又は勤務場所を有する者 

 市町村税等を滞納していない者 

 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員

でないこと。 

 条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法 

 受付期間及び受付時間 

   平成２９年６月１日（木）から平成３０年３月３０日（金）までの午前 

８時３０分から午後５時１５分までとします。ただし、土曜日、日曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及

び平成２９年１２月２９日から平成３０年１月３日までを除きます。 

 申込方法 

住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次のアからクまでの書類を



添付の上、建設部市営住宅課（津市役所本庁舎６階）に申込者又は事情の

分かる家族の者が提出してください。 

また、先着順で入居を希望する住宅を選択してください。 

  ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書。た

だし、津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例（平成２７年津市条例第４０号）第４条第２項又は第３項の規定に

より当該書類と同一の内容を含む特定個人情報（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいいます。）を利用す

ることができるときは、当該書類の提出に代えることができます。 

  イ 申込者、同居予定者全員の住民票の写し 

  ウ 市町村税の完納証明書 

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙） 

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書 

  カ 心身障害者については手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手 

帳、療育手帳）、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本） 

又は社会福祉事務所長の証明書 

  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３箇月   

間の家賃の領収書の写し 

  ク その他必要な書類 

３ 住宅入居申込書の配付 

住宅入居申込書は、平成２９年５月１６日（火）から平成３０年３月３０ 

日（金）までの午前８時３０分から午後５時１５分に、建設部市営住宅課及 

び市営住宅課久居分室で配付します。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日 

に関する法律に規定する休日及び平成２９年１２月２９日から平成３０年１ 

月３日までを除きます。 

４ 選考 

  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居資格要件に適合する者（以

下「入居適格者」といいます）を選考します。 

  入居適格者の数が募集戸数を上回った場合は、申込書の受付順に入居者を

決定します。 

５ 募集住宅及び戸数 



 ぜにやま団地    ５戸 単身世帯可 

   津市神戸１８９３番地       鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 

   家賃   ７，４００円 ～ １２，５００円 

 ぜにやま団地    ７戸 

   津市神戸１８９３番地       鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

                プレキャストコンクリート４階建 ３ＤＫ 

   家賃   ８，４００円 ～ ２８，２００円 

家賃は、平成２９年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入等

に応じた家賃となります。 

  また、平成３０年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じた

家賃となります。 

６ 入居の時期 

  入居準備完了次第、随時となります。 



津市公告第５９号                                           

津市営美杉住宅の補充入居者を津市営美杉住宅の設置及び管理に関する条例

（平成１８年津市条例２１６号。以下「条例」といいます。）第３条第１項の

規定により次のとおり公募します。 

 平成２９年５月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 入居資格 

  市営美杉住宅に入居することができる者は、次の各号の要件をすべて備え

る者とします。 

 当該住宅に入居することが確実な者であること。 

  条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。 

  市町村税等を滞納していない者であること。 

  申込者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に 

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員で 

ないこと。 

 施設の利用に関し、市が定めた事項を遵守できる者であること。 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法 

  受付期間及び受付時間 

 平成２９年６月１日（木）から平成３０年３月３０日（金）までの午前 

８時３０分から午後５時１５分までとします。ただし、土曜日、日曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及

び平成２９年１２月２９日から平成３０年１月３日までを除きます。 

 申込方法 

   市営美杉住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次のアからエまで

の書類を添付の上、市営住宅課久居分室（ポルタひさい南館１階）に申込

者又は事情の分かる家族の者が提出してください。 

入居申込みは、先着順に受付します。    

  ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書 

  イ 申請者、同居予定者全員の住民票の写し 

  ウ 市町村税の完納証明書 

  エ その他必要な書類 



３ 住宅入居申込書の配付 

美杉住宅入居申込書は、平成２９年５月１６日（火）から平成３０年３月 

３０日（金）までの午前８時３０分から午後５時１５分に、建設部市営住宅 

課及び市営住宅課久居分室で配付します。ただし、土曜日、日曜日、国民の 

祝日に関する法律に規定する休日及び平成２９年１２月２９日から平成３０ 

年１月３日までを除きます。 

４ 選考 

  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居資格要件に適合する者（以

下「入居適格者」といいます）を選考します。 

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った場合は、申込書の受付順に入居者

を決定します。 

５ 募集住宅及び戸数 

  コミュニティ瑞穂  １戸 

  津市美杉町太郎生１９３９番地    木造かわらぶき２階建 ３ＬＤＫ 

  家賃  ３２，０００円 

６ 入居の時期 

  入居準備完了次第となります。 



津市公告第６０号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２９年５月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２９年５月１０日

２ 抑留期間 平成２９年５月２２日まで

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

津市栗真町屋町 雑種 茶 雌 中 
９１日

以上 
首輪なし

３ 連絡先  津市環境部環境保全課

        電話 ０５９－２２９－３２８２

     津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

        電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第６１号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２９年５月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

平成２９年５月１８日 

３ 指定道路の位置 

津市大倉３７１番１ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

 延長 

 ３２．４０メートル 

 幅員 

  ５．０メートル 



津市公告第６２号

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により津市農業振興地域整備計画を別冊のとおり変更し、同条第４項

において準用する同法第１１条第２項の規定により提出された意見書の要旨及

び当該意見書の処理の結果を別紙のとおり公告します。

なお、別冊及び別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課に備え置いて

縦覧に供します。

  平成２９年５月２３日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第６３号 

平成２９年度津市職員採用試験前期日程（平成３０年度採用予定）を次のと

おり実施します。 

平成２９年５月２５日 

                    津市長 前 葉 泰 幸  



１ 採用予定人数及び受験資格 
 

採定

用人

予数 

受    験    資    格 

学 歴 等 生 年 月 日 等 

二 

人 

程 

度 

⑴  次のすべての条件を満たす人  

ア 学校教育法による大学院・大学・短期大

学・高等専門学校・専修学校（専門課程）・

高等学校又はこれらに相当すると市長が認め

る学校等を卒業（修了）した人又は平成３０

年３月卒業（修了）見込み（ただし、高等学

校の卒業見込みを除く。）の人 

イ 上記アに掲げる学校等において土木に係る

専門課程を履修した人 

⑵  市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認

める人 

○ 大学院修了                

昭和５９年４月２日以降出生の人 

○ 大学卒 

昭和６１年４月２日以降出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学

校（専門課程）卒 

昭和６３年４月２日以降出生の人 

○ 高等学校卒 

平成２年４月２日以降出生の人 

地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人で通勤可能な人  

 
２ 職務内容 
 

土木事業に係る計画、設計、施工管理等に関する技術的業務 
  
３ 受験手続等 
 

（１）受付期間・受付時間 

平成２９年６月１日（木）から平成２９年６月２８日（水）まで（土曜日・日曜日を除く。）の午

前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

 

（２）提出書類 

ア 津市職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。 

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 （印刷用紙は白色の A４版（縦：２９．７cm、横：２１cm ）を使用し、表面と裏面の上下を

同じ向きにして両面印刷してください。印刷用紙に白色の A４版を使用していない場合及び表

面と裏面の上下を同じ向きで両面印刷していない場合は、受理できません。） 

※ 記入例を参考に正しく作成してください。 

※ 申込書は必ず受験者本人が直筆で記入してください。 

 

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm） 

※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参による申込みの場合

は、第１次試験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受

験者の郵便番号、住所及び氏名（敬称は「様」）を記入してください。 

 

（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市職員採用試験申込書在中」と朱書きの上、必ず簡易

書留郵便により次の送付先まで送付してください。 

  



 

平成２９年６月２８日（水）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁

舎７階）に到着した分のみ受付の手続を行います。 

 

 

 

イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。 

平成２９年６月２８日（水）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。 

 

 

    ※ 郵送による提出に御協力をお願いします。 

 

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（又は返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがあります。これらによ

り生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には十分注意してく

ださい。 

 

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。 

 

ウ 郵送による場合で平成２９年７月３日（月）までに受験票が届かないときは、津市総務部人事課

（電話番号 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。 

 

エ インターネット、電子メール等による提出はできません。 

 

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。 

 

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。 

 

４ 第１次試験 
 
（１） 試験科目 

教養試験及び専門試験 

 

（２）試験の内容 

試 験 科 目 試 験 の 内 容  

教 養 試 験 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能についての択一式によ

る筆記試験 

専 門 試 験 

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理学、

土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学及び土木施工に関

する択一式による筆記試験 

   ※ 教養試験及び専門試験の問題は、高等学校卒業程度です。 

   ※ 試験問題は、活字印刷文で出題します。 

   ※ 上記試験科目の試験実施後、職場適応性検査も併せて実施予定です。 

 

（３）試験日 

平成２９年７月９日（日） 

  

 【送付先】〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課あて 

 

 

 【提出先】津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課（津市本庁舎６階） 

 

 

 



 

（４）試験場所 

  津市本庁舎（津市西丸之内２３番１号） 

 

（５）結果発表 

   平成２９年７月２５日（火）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送すると

ともに、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 

 

 

５ 第２次試験 
 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目・試験日 

試 験 科 目 試 験 日  

口述試験（個人面接） 

実地試験（グループワーク）（予定） 
平成２９年８月２日（水）（予定） 

※ 詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 

 

（２）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。  

 

（３）結果発表 

   平成２９年８月中旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。  

 

 

６ 第３次試験 
 

 第２次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目・試験日 

試 験 科 目 試 験 日  

口述試験（個人面接） 

集団討議（予定） 
平成２９年８月下旬（予定） 

※ 詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。 

 

（２）試験場所 

第２次試験の結果発表の際に通知します。  

 

（３）その他 

   第３次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。  

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。 

  



 

７ 最終合格者発表 
 

平成２９年９月上旬に第３次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。  

 

 

８ 合格から採用まで 
 

（１）最終合格者については、平成３０年４月１日に採用する予定です（当該採用日に勤務できな

いときは、採用されない場合があります。）。 

 

（２）上記（１）の最終合格者のほか、必要に応じて追加採用候補者を決定し、合格者の辞退があ

る場合や欠員が生じた場合等に合格者として繰り上げることがあります。 

   なお、当該繰上げを行う期間は、平成３１年３月３１日までとします。 

 

（３）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。  

 

（４）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。  

 

 

９ 採用後の給与等 
 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

※１ 上記の初任給は、新卒者等に係る平成２９年４月１日付けでの採用の場合の初任給であ

り、採用日までに給料の改定等があった場合は、当該改定等後の額となります。また、職務

経験等がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。  

※２ 上記の給与月額は、給料、地域手当（勤務地：津市）及び時間外勤務手当を含んでいま

す（１００円未満の金額については切り捨てで表記しています。）。また、時間外勤務手当に

ついては、平成２８年度１人当たりの平均時間外勤務時間数（１５時間程度）で算出してい

ます。 

なお、上記の給与以外に、期末・勤勉手当（平成２８年度実績４．３月分）が別途支給さ

れます。また、支給要件に応じて扶養手当、住居手当、通勤手当も支給されます。 

 

１０ 勤務条件等 

 
（１）勤務時間 

   原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は

正午から午後１時まで）です。ただし、勤務場所により異なる場合があります。 

学     歴 初任給（給料）※１ 給与月額（見込）※２ 

大学院（修士課程）修了 １９１，７００円 ２２７，８００円 

大学卒 １７８，２００円 ２１１，７００円 

短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）卒 
１６１，７００円 １９２，１００円 

高等学校卒 １５０，５００円 １７８，８００円 



 

（２）勤務場所 

   本庁、各総合支所、その他市の機関及び施設で勤務します。 

（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。ただし、勤

務場所により異なる場合があります。 

 

（４）休暇等 

   年次有給休暇、特別休暇（結婚休暇、産前・産後休暇、夏季休暇等）、病気休暇、介護休暇、

介護時間、育児休業及び部分休業等があります。 

 

（５）福利厚生 

  ア 健康診断 

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。  

 

  イ 健康保険等 

   三重県市町村職員共済組合等に加入し、医療に係る給付等が受けられます。 

 

  ウ レクリエーション等 

津市職員共済組合による庁内各種スポーツ大会等の事業等を実施しています。  

 

（６）人事・研修制度 

  ア 自己希望制度 

    職員の能力、適性、意向に沿った人事配置を行うために、異動希望の有無、希望する部課

等を申告する自己希望調書を毎年提出することができます。 

 

  イ プリセプター制度 

    市の業務内容や先輩との人間関係等について、新規採用職員が抱く不安等を軽減するため

の仕組みとして、採用されてから一定の期間、１人の新人に対して、１人の先輩職員が指

導者として担当し、心理的なサポートや職務遂行能力の指導・向上を図るプリセプター制

度を導入しています。 

   

ウ 研修制度 

    実務研修、職務実践研修など様々な研修を実施しています。 

 

 

１１ その他 
 
（１）条件付採用について 

採用後６か月の間は、地方公務員法第２２条第１項に基づき条件付の採用となり、その職務

を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給与等に変動はありません。）。 

 

（２）他の試験との併願について 

今後実施される他の津市職員採用試験等と併願が可能です。また、今回の試験結果は、今後

の採用試験の合否には一切影響することはありません。 

 

（３）問い合わせ 

   この試験の詳細については津市総務部人事課（津市本庁舎６階）までお問い合わせください。  

電話番号（０５９－２２９－３１０６） 



 

◎ 日本国籍を有しない人が津市職員採用試験を受験するに当たって  

 

日本国籍を有しない人の任用等について 

 

 「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。 

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、事務職及び技術職への任用を行います。  

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。  

このことから、日本国籍を有しない人が津市職員(事務職及び技術職)となった場合には、次に掲

げるような「公権力の行使」に係る職務にたずさわることができません。  

日本国籍を有しない人は、どのような職種であっても、次に掲げる「公の意思の形成への参画」

にたずさわる職には、将来においても、任用されません。  

 

 

○ 「公権力の行使」に係る職務について 

  「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。 

１  市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を  

規制したり、権力的に規律したりする内容を含む業務 

２  公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容  

を含む業務 

３  市民等に対して強制力をもって執行する業務 

４  施設管理等に関する裁量権のある業務 

（「公権力の行使」に係る職務の具体例） 

※ 建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦

課、強制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用

許可などに係る業務 

                                      

○ 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について 

  「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、ライン職における課

長に係る専決の権限を有する職以上の職で、具体的には、課長、部次長及び部長並びに

これらに類する権限を有する職と津市の活動について、その企画、立案、決定等に関与

する担当副参事（課長級）、担当参事（部次長級）及び担当理事（部長級）が該当しま

す。 

したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事

務、あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる担当理事、担当参事

及び担当副参事並びに担当主幹級以下の職までの昇任は可能となります。 

 

 

 



津市公告第６４号 

 津市統合型校務支援システム構築等業務に係るプロポーザルを実施するので、

公告します。 

  平成２９年５月２５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 業務概要 

   業務名   津市統合型校務支援システム構築等業務 

   履行期間  契約締結日から平成３４年９月３０日まで 

         ただし、システム構築・機器等設置期限は平成２９年９月

３０日とし、当該期限までに全ての機器等について初期環境

設定及び動作検証が終了しているものとします。 

   提案上限額（消費税及び地方消費税を含まない金額※） 

   １２４，０６０千円 

   内訳                      （単位：千円）

年 度 平成２９年度 
平成３０年度から 

平成３３年度まで 
平成３４年度 

上限額
１２，４０６ 

（６箇月分） 

２４，８１２ 

（１年度当たり） 

１２，４０６ 

（６箇月分） 

※ 消費税額は別途、各業務の確定金額となる日の法律を適用し、請求金額

は税込の金額（１円未満の端数は切り捨て）となります（年度途中で法律

の改正があった場合は、その経過措置等を適用します。）。 

２ 参加資格要件 

本事業の企画提案に参加できる者は、以下の参加資格要件の全てを満たす

津市に本店又は支店等を有する事業者若しくは、地元事業者（津市に本店又

は支店等を有する者）と他の事業者とのコンソーシアム方式（以下「共同の

事業体」といいます。）であり、代表となる事業者と代表となる事業者以外

の事業者のいずれも以下の参加資格要件の全てを満たす共同の事業体である

こと。 

 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合にあ

っては、以下の書類を提出し確認を受けていること。 



ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書 

エ 印鑑（登録）証明書 

オ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所の

完納を証明する書類 

カ 本市の区域内に事業所を有する個人にあっては、市税に係る完納を証

明する書類 

キ 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けている者でないこと。 

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して 

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申



立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画

が認可された者を除きます。 

 手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない

こと。 

３ プロポーザル実施スケジュール 

公告 平成２９年 ５月２５日（木）から 

実施要領等の配布 平成２９年 ５月２５日（木）から 

      ６月１９日（月）午後３時まで 

質問書の受付 平成２９年 ５月２５日（木）から 

      ６月 ８日（木）午後３時まで 

質問の回答期限 平成２９年 ６月１４日（水）午後５時まで 

参加表明書提出期限 平成２９年 ６月１９日（月）午後５時まで 

提案書提出期限 平成２９年 ６月２６日（月）午後５時まで 

第１次審査（書面審査） 平成２９年 ６月２９日（木）から 

      ６月３０日（金）まで 

第１次審査結果通知 平成２９年 ７月 ３日（月）まで 

第２次審査（プレゼンテ

ーション及び質疑応答）

平成２９年 ７月 ７日（金）午後１時３０分

から

審査結果通知 平成２９年 ７月１０日（月）以降速やかに 

４ 実施要領等の配布 

実施要領等は、津市ホームページ当該企画提案記事内からダウンロードを

してください。 

５ 契約の相手方の最優先候補者の選定について 

提案書は、津市統合型校務支援システム構築等業務プロポーザル方式審査

委員会において審査し、最も高い評価を得た提案を行った提案者を契約の相

手方の最優先候補者（以下「最優先候補者」といいます。）として選定しま

す。 



６ 契約の締結について 

審査の結果、最優先候補者として選定された提案者と契約に関する協議を

行い、契約の締結を行います。 

なお、最優先候補者と協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い評

価点を得た提案者と順次契約に向けての協議を行います。 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市統合型校務支援システム構築等業

務に係るプロポーザル実施要領」によります。 

【問い合わせ先】 

津市教育委員会事務局学校教育課 

電話 ０５９－２２９－３２４４ 

FAX  ０５９－２２９－３２５７ 



津市公告第６５号

 下記のとおり差押財産の公売を行いますので、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第３３１条第６項、第３７３条第７項及び第４５９条第６項の規定

において、その例によることとされている国税徴収法（昭和３４年法律第１４

７号）第９５条及び第９９条の規定に基づき公告します。

  平成２９年５月２６日

津市長 前 葉 泰 幸

記

別紙のとおり



売却区分番号 公売財産（基本情報） 見積価格 公売保証金額

ＴＮ２９－０１

絵画　大西　胤之　「伊勢」　油彩
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦３９．８ｃｍ×横４３．１ｃｍ
４.重さ（額を含む）（およそ）２.４ｋｇ
５.上代価格（税込）は、９０，０００円です。
作者本人に確認済みです。

４９，０００円 ５，０００円

ＴＮ２９－０２

絵画　大西　胤之　「聖夜」　油彩
１.名称　　絵画
２.数量　　１
３.サイズ（額を含む）（およそ）縦５１．３ｃｍ×横４２．０ｍ
４.重さ（額を含む）（およそ）３ｋｇ
５.上代価格（税込）は、１２０，０００円です。
作者本人に確認済みです。

６５，０００円 ７，０００円

公売財産
（基本情報）
共通

公売財産概要書

６保管状況　津市役所において保管しています。
７.上記のサイズ、重さは職員による計測で正確なサイズ、重さを保証するものではありません。
８.真贋については作者本人に確認済みです。鑑定書は附属しておりません。
９.画像は撮影の状況やご覧になるパソコンによって実際と色合いが異なる場合があります。
１０.公売財産は買受代金納付時の現況有姿にて引渡します。
１１.原則として公売財産の引渡は津市役所で行います。輸送による引渡を希望する場合、原則として
津市役所が指定する輸送会社による『着払い』発送となります。
１２.落札者が公売財産の梱包、輸送等の手配を輸送業者に依頼する場合は津市役所までご連絡くだ
さい。
１３.輸送費用等は落札者の負担となります。
１４.津市役所では、輸送費用の立替払い、直接引渡時や輸送発送時の梱包等は行いません。各輸
送業者によく確認のうえ手配してください。
１５.いかなる理由であっても、引渡した公売財産の返品・交換はできません。
１６.引渡の期限は、売却決定後から１か月以内です。引き取りがない場合は、津市役所で処分しま
す。
１７.参加申込期間中、公売財産の下見ができます。事前にご連絡いただければ随時対応します。
１８.公売財産の状況などを正確に把握されるために、実物をご確認されることをお勧めします。



平成２９

別紙のとおり 別紙のとおり

（注）公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額又は買受申込価額をもって行います。

平成２９

平成２９ 年６月２２日 １０時００分 津市役所政策財務部収税課
の 決 定 の 場 所

年６月２２日 １７時００分

人となる資格がありません。

別紙のとおり

「津市インターネット公売ガイドライン」（津市役所政策財務部収税課備付）のとおり

差押財産を換価される滞納者（その依頼人を含む）及び税務職員並びに国税徴収法第１０８条第１項各号に該当する者は、買受

最 高 価 申 込 者

売 却 決 定 の 場 所

公　売　公　告　兼　見　積　価　額　公　告

公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、その他公売財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、

平成２９年６月１９日　１３時００分 から　平成２９年６月２１日　２３時００分まで

公 売 保 証 金 の 納 付 の 期 限

公 売 の 場 所

公売参加申込期間

入 札 期 間

買 受 代 金 の

買 受 人 の 資 格

そ の 他 の 事 項

平成２９年５月２６日　１３時００分 から　平成２９年６月１２日　２３時００分まで

ヤフー株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上

最 高 価 申 込 者 の 決 定 の 日 時

期間競り売り　（別紙に記載する売却区分ごとに売却する。）

売 却 決 定 の 日 時

公
売
日
時

公 売 の 方 法

津市役所政策財務部収税課

年６月１２日 ２３時００分

見 積 価 額

１４時３０分

売却決定の日の前日までに、その内容を申し出てください。

公 売 財 産 の 表 示

そ の 他 の 要 件

平成２９

納 付 の 期 限
年６月２９日

権 者 等 の 権 利 の 内 容 の 申 出
公 売 財 産 上 の 質 権 者 、 抵 当

公 売 保 証 金



売却区分 その他
番　　 号 事　項

名　　称　　、　　数　量　　、　　性　　質　　及　　び　　所　　在
公　売　財　産　上　の　賃　借　権　等　の　権　利　の　内　容

ＴＮ２９－０１
ＴＮ２９－０２ 別紙「公売財産概要書」のとおり

公 売 財 産 の 表 示 、 公 売 保 証 金 及 び 見 積 価 額

見積価額公売保証金



津市公告第６６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２９年５月２６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２９年５月１５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋小森町字竹縄１４４番１ほか１６８筆（第１工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

  イオンモール株式会社 

  代表取締役 吉田 昭夫 



津市公告第６７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２９年５月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前９時００分

入札方法

平成29年6月14日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

無

提出期限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

1,399,000

建築関係コンサルタント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有すること

※上記に係る設計業務委託　一式

一級建築士（本市発注業務における専任配置）

　　鉄筋コンクリート造平家建　延面積４１m2

契約締結の日から 平成29年11月7日 まで

本公告の日から

購入期間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店

平成29年6月9日

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 平成29年6月1日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成29年6月6日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

免 除

本公告の日から 平成29年6月9日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

開札日時
及び場所

平成29年6月9日

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門

営繕課

平成２９年度営市交第１－２１号

津市立新町幼稚園解体工事に係る設計業務委託

地内

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

津市 新町三丁目

平成29年5月29日 業 務 担 当 課

所在地要件

解体

　管理保育棟

　　鉄筋コンクリート造２階建　延面積６００m2

　保健室棟

　

　プール、倉庫、外構等

建築関係コンサルタント
登録要件

市内本店

429052902

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項



円　（税抜き）

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前９時１０分

入札方法

平成29年6月14日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

無

提出期限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

1,925,000

建築関係コンサルタント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有すること

     給食棟（給食受入施設改修）

※上記に係る設計業務委託　一式

一級建築士（本市発注業務における専任配置）

　　給食棟（給食受入施設改修）

契約締結の日から 平成29年11月24日 まで

本公告の日から

購入期間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店

平成29年6月9日

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 平成29年6月1日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成29年6月6日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

免 除

本公告の日から 平成29年6月9日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

開札日時
及び場所

平成29年6月9日

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門

営繕課

平成２９年度営教総第１－２０号

津市立櫛形小学校ほか２校給食受入施設改修工事に係る設計業務委託

地内

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

津市 分部ほか２町

平成29年5月29日 業 務 担 当 課

所在地要件

改修

　津市立櫛形小学校

　　給食棟（給食受入施設改修）

　津市立栗真小学校

　

　津市立片田小学校

建築関係コンサルタント
登録要件

市内本店

429052903

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

津市 久居西鷹跡町

平成29年5月29日 業 務 担 当 課

所在地要件

改修

　管理教室棟 鉄筋コンクリ－ト造４階建 延面積４，３２８m2

　特別教室棟 鉄筋コンクリ－ト造３階建 延面積２，２１０m2

※上記に係る設計業務委託　一式

　屋内運動場 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）２階建 延面積１，５０４m2

建築関係コンサルタント
登録要件

市内本店

429052904

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

契約金額の１００分の１０以上

本公告の日から 平成29年6月9日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

開札日時
及び場所

平成29年6月9日

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

一級建築士の資格を有する技術者を２名以上有すること

その他要件

部門

営繕課

平成２９年度営教総第１－２２号

津市立久居中学校改修工事に係る設計業務委託

地内

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 平成29年6月1日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成29年6月6日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

本公告の日から

購入期間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店

平成29年6月9日

建築関係コンサルタント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有すること

　渡り廊下 鉄筋コンクリート造２階建 延面積１３３m2

一級建築士（本市発注業務における専任配置）

契約締結の日から 平成30年2月16日 まで

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前９時２０分

入札方法

平成29年6月14日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

無

提出期限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

20,933,000



・

・

円　（税抜き）

429052905

まで

下水道建設課

平成２９年度下建排第１－１号

格付要件

【格付】【地区】

購入期間

販 売 店

本公告の日から 平成29年6月9日

閲覧場所

その他要件

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

白塚排水機場内遊水池しゅんせつ業務委託

機械しゅんせつ工 １２０m3

必着平成29年6月9日

無

免 除

無

回 答 日

入札保証金

部 分 払

郵 送 先

入札方法

提出期限

最低制限価格

契約保証金

無

契約金額の１００分の１０以上

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

前 金 払

その他

平成29年6月6日

平成29年6月14日 午前９時３０分

5,283,000

発注業種

現場代理人

同種工事
実績要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

地 域 ・
格付要件

Ａ１・Ａ２

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

参加資格
に関する
事 項

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

技術者要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【地区】

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限

主任(監理)技術者

平成29年6月9日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

まで

津市役所（本庁舎）７階　入札室

津市 白塚町 地内

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

市内本店

契約締結の日から

建設業許可 特定・一般

平成29年9月29日

まで

平成29年6月1日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホームページにて回答

　　事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（専任配置）

しゅんせつ機械（強力吸引車）を有すること

産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有すること

本公告の日から

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日 工 事 担 当 課

設計図書
の 閲 覧

しゅんせつ

所在地要件

【格付】

【格付】

閲覧期間



円　（税抜き）

その他要件

参加資格
に関する
事 項

主任(監理)技術者

東海三県（三重県、愛知県、岐阜県）内本店又は支店等

公 告 日

建設業許可 特定・一般

同種工事
実績要件

なし

現場代理人

工事概要

工 期

平成29年5月29日

　フラップゲート（有効幅２，０００mm×有効高２，０００mm） １門

契約締結の日から

下大新田樋門施設（フラップゲート）取替修繕

工 事 担 当 課

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

本公告の日から

平成29年6月14日 午前９時４０分

4,962,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

回 答 日 平成29年6月6日

契約保証金

無

設計図書
の 閲 覧

提 出 先

地内

発注業種

工 事 名

工事場所

フラップゲート取替 一式

津市 高茶屋小森上野町

【地区】 【格付】

過去１０年間の官公庁等元請実績で以下のとおり
　鋼構造物工事で発注された下水道施設等（ポンプ場、排水機場、処理場等）のゲート設
備（幅×高さが３．２m2以上）の製作、据付工事又は修繕

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

平成29年11月10日

鋼構造物

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

有

契約金額の１００分の１０以上

平成29年6月9日

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

※工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。

必着平成29年6月9日

無

免 除

まで

平成29年6月1日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホームページにて回答

429052906

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

まで

下水道施設課

平成２９年度下施排第２－１号

所在地要件

【格付】

【格付】

格付要件

【地区】
地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

（審査基準日：平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日）

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件
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最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

平成29年6月14日 午前９時５０分

2,102,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

過去１０年間の官公庁等元請又は下請実績で以下のとおり
解体又はとび・土工・コンクリート工事等で発注された解体工事等（建築一式工事等に含
まれるものを除く）

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

　ストックヤード

　　鉄骨造平家建　延面積７７m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

香良洲エコ・ステーションストックヤード解体工事

　構内整備

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有すること

技術者要件

津市 香良洲町

平成29年6月1日

平成29年6月6日

まで

Ａ１・Ａ２

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月9日

無

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月9日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052907

平成29年9月8日

解体(経過措置が適用される場合は、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ）

所在地要件

まで

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

※上記に係る解体工事　一式

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

解体

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度営香地第２３号

【地区】

【地区】
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429052908

平成29年9月8日

解体(経過措置が適用される場合は、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ）

所在地要件

まで

市営住宅課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

※上記に係る解体工事　一式

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

解体

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度住第１号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月9日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

平成29年6月9日

無

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

　１０号棟 木造平屋建 延面積５５m2

　１１号棟 木造平屋建 延面積３６m2

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

必着

Ａ１・Ａ２

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

   ２号棟 木造平屋建 延面積４８m2

　 ６号棟 木造平屋建 延面積５４m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

旧津市市営中別保住宅解体工事

   ９号棟 木造平屋建 延面積４１m2

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

外構、構内整備等

産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有すること

技術者要件

津市 河芸町中別保

平成29年6月1日

平成29年6月6日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

平成29年6月14日 午前１０時１０分

5,072,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

過去１０年間の官公庁等元請又は下請実績で以下のとおり
解体又はとび・土工・コンクリート工事等で発注された解体工事等（建築一式工事等に含
まれるものを除く）

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

   

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

参加資格
に関する
事 項



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

平成29年6月14日 午前１０時３０分

1,772,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

集水桝・マンホール工 １箇所

表層 ６６m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

片田町地内狭あい道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 片田町

平成29年6月1日

平成29年6月6日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月9日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月9日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052909

平成29年9月8日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工 ２４ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北狭道補第２号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

平成29年6月14日 午前１０時５０分

1,314,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

集水桝・マンホール工 ２箇所

表層 ９９m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

芸濃町林地内狭あい道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 芸濃町林

平成29年6月1日

平成29年6月6日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｄ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

安芸

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月9日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月9日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052910

河芸・美里・安濃

平成29年9月1日

安芸

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

芸濃

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工 １６ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北狭道補第１号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

平成29年6月14日 午前１１時００分

2,495,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

集水桝・マンホール工 ３箇所

表層 ２５m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

河芸町西千里地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 河芸町西千里

平成29年6月1日

平成29年6月6日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｄ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

安芸

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月9日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月9日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052911

芸濃・美里・安濃

平成29年9月15日

安芸

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

河芸

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工 ４５ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北道維第８号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

429052912

平成29年8月25日

舗装

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層 ５０６m2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北道維第７号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月9日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成29年6月9日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

一身田町地内道路修繕（舗装）工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 一身田町

平成29年6月1日

平成29年6月6日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

平成29年6月14日 午前１１時１０分

3,128,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月9日

平成29年6月14日 午前１１時３０分

4,318,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

美杉町太郎生地内道路修繕（舗装）工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 美杉町太郎生

平成29年6月1日

平成29年6月6日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｃ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ・Ｂ・Ａ

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月9日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月9日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052913

一志・白山

平成29年9月1日

久居

舗装

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層 ７４３m2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度南道維第１号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

429052914

平成29年10月13日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工 １８３ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北道維第６号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月16日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成29年6月16日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

表層 ２９３m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

一身田上津部田地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 一身田上津部田

平成29年6月7日

平成29年6月12日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

平成29年6月21日 午前９時００分

9,491,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

平成29年6月21日 午前９時２０分

10,105,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

集水桝・マンホール工 １箇所

表層 ５５７m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

高野尾町ほか３町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 高野尾町ほか３町

平成29年6月7日

平成29年6月12日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月16日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月16日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052915

平成29年10月27日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工 １５１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北道維第１０号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

平成29年6月21日 午前９時４０分

12,491,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

集水桝・マンホール工 ４箇所

表層 ４４０m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

観音寺町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 観音寺町

平成29年6月7日

平成29年6月12日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月16日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月16日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052916

平成29年11月2日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工 １７５ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北道維第５号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

平成29年6月21日 午前１０時００分

13,188,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

集水桝・マンホール工 １０箇所

表層 ３１１m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

柳山津興及び下弁財町津興地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 柳山津興及び下弁財町津興

平成29年6月7日

平成29年6月12日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月16日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月16日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052917

平成29年11月10日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工 ２５４ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度北道維第９号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

平成29年6月21日 午前１０時２０分

9,464,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

表層　１，１３９m2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

元町５号線ほか３線道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居元町及び川方町

平成29年6月7日

平成29年6月12日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｃ・Ｂ

Ｃ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】久居

久居

発注業種

前 金 払

必着平成29年6月16日

無

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月16日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

429052918

一志・白山

美杉

平成29年9月29日

久居

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　７３ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度南道維環第２号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

429052919

平成30年2月26日

土木一式

所在地要件

まで

水産振興室

【ﾌﾞﾛｯｸ】

上部コンクリート工　６３２m3

格付要件

【格付】

三重県内本店又は支店等

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

基礎捨石工　１，３６３m3

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度水振補第１号

【地区】

【地区】

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成29年6月16日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成29年6月16日

無

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

提出期限

なし

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（監理技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

公 告 日

工事概要

工 期

平成29年5月29日

本体ブロック製作工　３９個

本体ブロック据付工　５８個

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

香良洲漁港北防波堤延伸工事

被覆ブロック工　１６８個

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件

津市 香良洲町

平成29年6月7日

平成29年6月12日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地先

契約保証金

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

平成29年6月21日 午前１０時３０分

120,376,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

過去１０年間の官公庁等元請実績で以下のとおり
　土木一式工事で発注された防波堤築造工事等で海上作業（作業船（起重機船）を使用し
て構造物の築造、据付を行う工種を含む工事）による工事で、契約金額が１０，５００万円
以上（共同企業体による工事の場合は、出資比率２０％以上とする。）

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の監理技術者（専任配置）

（審査基準日：平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日）

参加資格
に関する
事 項



円　（税抜き）

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

まで

水産振興室

平成２９年度水振補第２号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成29年6月12日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成29年10月31日契約締結の日から

地 域 ・
格付要件

工 期

429052920　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

グラブ浚渫工　１８，０４５m3

津市 河芸町一色 地先

河芸漁港泊地及び航路浚渫工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成29年5月29日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成29年6月7日

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

しゅんせつ

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

参加資格
に関する
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

（審査基準日：平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日）

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

なし

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

本公告の日から

平成29年6月21日 午前１０時４０分

70,958,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成29年6月16日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年6月16日

無部 分 払

主任(監理)技術者

三重県内本店又は支店等

建設業許可

過去１０年間の官公庁等元請実績で以下のとおり
　しゅんせつ工事で発注された浚渫船を使用した漁港・港湾等のしゅんせつ工事で浚渫量
が１４，５００m3以上

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

建設整備課

平成２９年度建整道新第１号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成29年6月12日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成29年12月8日

集水桝・マンホール工 ２１箇所

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

舗装

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

429052921　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

表層 ４，２７１m2

津市 久居北口町 地内

上浜元町線道路改良（舗装）工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年5月29日

側溝工 ６１７ｍ

【地区】

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成29年6月7日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

本公告の日から

平成29年6月21日 午前１０時５０分

73,135,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成29年6月16日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年6月16日

無

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

※上記に係る建築工事等　一式

Ａ

常駐配置（主任技術者と兼務可）

市内本店

【格付】

【格付】【地区】

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

本公告の日から

平成29年6月21日 午前１１時１０分

52,182,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成29年6月16日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年6月16日

無

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格 付 要 件

その他要件

【地区】

２級建築施工管理技士（建築）又は同等以上の者
主任(監理)技術者

技術者要件

現場代理人

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

建設業許可

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成29年6月7日

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

建築一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

429052922　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

　校舎棟（建具改修・防水改修）耐震補強

津市 一身田中野 地内

三重短期大学（渡り廊下）耐震補強その他工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年5月29日

　渡り廊下

【地区】

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成２９年度営短第２７号

【格付】

有

（本市発注工事における専任配置）

　研究棟（建具改修）

外構

　管理棟（建具改修・防水改修・スロープ改修）

平成29年6月12日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成29年12月8日

改修

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件

　渡り廊下（防水改修・外壁改修）



円　（税抜き）

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成２９年度営北第２４号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成29年6月12日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年2月28日

※上記に係る建築工事　一式

契約締結の日から

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

建築一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

429052923　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 西丸之内 地内

津北工事事務所建築工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成29年5月29日

　 鉄骨造２階建 延面積５７７m2

【地区】

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成29年6月7日

参加資格
に関する
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

本公告の日から

平成29年6月21日 午前１１時２０分

138,553,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成29年6月16日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年6月16日

無

技術者要件

特定

同種工事
実績要件

Ａ

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成２９年度営北第２５号

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

平成29年6月12日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年2月28日

※上記に係る電気設備工事　一式

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

電気

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

429052924　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 西丸之内 地内

津北工事事務所電気設備工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年5月29日

   鉄骨造２階建 延面積５７７m2

【地区】

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成29年6月7日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格 付 要 件

その他要件

【地区】

２級電気工事施工管理技士又は同等以上の者（専任配置）

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

本公告の日から

平成29年6月21日 午前１１時３０分

42,667,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成29年6月16日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年6月16日

無

技術者要件

特定・一般

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ１

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



円　（税抜き）

・格付要件については、「平成２８年度格付区分等業者一覧」のとおりとする。

まで

営繕課

平成２９年度営北第２６号

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

平成29年6月12日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年2月28日

※上記に係る機械設備工事　一式

契約締結の日から

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

429052925　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

新築

津市 西丸之内 地内

津北工事事務所機械設備工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

平成29年5月29日

　鉄骨造２階建 延面積５７７m2

【地区】

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 平成29年6月7日

参加資格
に関する
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格付要件

その他要件

【地区】

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

その他

本公告の日から 平成29年6月16日

本公告の日から

平成29年6月21日 午前１１時４０分

22,304,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成29年6月16日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年6月16日

無

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

Ａ

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】



津市公告第６８号 

次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

平成２９年５月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 入札に付する事項 

 件名 市有財産売却に係る一般競争入札 

 売却物件の概要 

物件
番号

及び
区分

番号

物件

の 

種類

物件の所在 地目 地積 備考 

１ 土地 津市川添町６１番３ 宅地 100.56 ㎡ 市街化区域

２ 土地 津市川添町６１番４ 宅地 88.50 ㎡ 市街化区域

２ 入札参加の資格 

入札に参加できる者は、個人及び法人とし、次に該当する者は、入札に参

加できません。 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法

の規定による特別区民税を含みます。以下同じ。）、固定資産税・都市計

画税及び軽自動車税を滞納している者 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する一般職及

び特別職（同条第３項第１号から第２号までに該当する者に限ります。）

に属する津市職員 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又

は第２項各号に該当すると認められる者 

 津市が定める津市インターネット公有財産売却ガイドライン及びヤフオ

ク！に関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者（以下「暴力団員」と

いいます。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員等



（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいいます。）

である法人 

 当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団（以下「暴力団」といいます。）の事務所その他これ

に類するものの用に供しようとする者 

 暴力団員がその経営に実質的に関与している法人 

 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を

加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者 

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与する

など、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与して

いる者 

 暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している者 

 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用してい

る者 

 ２０歳未満の者 

 日本語が理解できない者 

 日本国内に住所及び連絡先がない者 

３ 入札参加申込み 

 入札参加仮申込み 

ア 仮申込期間 

平成２９年５月２９日（月）１３時から平成２９年６月１５日（木）

１４時まで 

イ 仮申込みの方法 

ヤフオク！の提供するインターネット公有財産売却システム（以下

「売却システム」といいます。）から行ってください。 

 入札参加申込み（本申込み） 

ア 申込期間 

平成２９年５月２９日（月）１３時から平成２９年６月１５日（木）

１４時まで 

イ 申込みの方法 

仮申込みを行った後、次の書類を津市政策財務部財産管理課へ提出し

てください。 

 入札参加申込みに伴う提出書類 



ア 公有財産売却入札等参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依

頼書（以下「申込書」といいます。） 

津市ホームページから、所定の様式を出力の上、実印で押印してくだ

さい。 

イ 住民票の写し（法人の場合は、商業登記簿謄本） 

ウ 印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書） 

エ 市区町村税完納証明書 

完納証明書を発行していない市区町村の場合は、以下の証明書 

(ｱ) 市区町村民税の納税証明書又は非課税証明書（平成２７年度分及び

平成２８年度分） 

(ｲ) 固定資産税・都市計画税の納税証明書又は非課税証明書（平成２８

年度分及び平成２９年度分） 

(ｳ) 軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書（平成２８年度分及び平

成２９年度分） 

オ 委任状（代理人により入札に参加する場合のみ） 

代理人により入札に参加する場合は、受任者のイ及びウが必要になり

ます。 

カ 共同入札等申出書（一つの不動産を複数の者で共有する目的で入札参

加する場合のみ） 

※ 提出書類のうち、イ、ウ及びエについては、いずれも申込日において、

発行後３か月以内のものに限ります。 

複数物件を申し込まれる場合は、提出書類ア、オ及びカについては物

件ごとに１部提出してください。イ、ウ及びエについては、１部のみ提

出してください。 

不動産を共同入札する場合は、共同入札者全員のイ、ウ及びエを提出

してください。 

一度ご提出いただいた書類は、理由にかかわらず一切返却できません。 

 入札参加申込みに当たっての留意事項 

ア 売却物件については、現状での引渡しとなります。現状とは、「物件

の現在における状況の姿のまま」との意味であり、その状況を承知の上

入札してください。 

イ 土地（土地に建物が存する場合は、建物を含みます。）の申込みに当

たっては、購入者において関係公簿などの閲覧により十分に調査を行い、



必ず現地を事前に確認してください。 

ウ 買い受けた土地に建物を建築できるか否かについては、購入者が関係

機関に確認を行うものとします。 

また、進入路、敷地出入口などの加工は、購入者が関係機関に確認の

上、建築基準法、都市計画法及び道路法などの関係法令に従い、購入者

の負担により行うこととなります。 

エ 落札後の契約及び所有権移転登記は、原則として、申込書に記載され

た申込者及び共同入札等申出書に記載された共有者の名義で行います。 

オ 共有する目的で申込みをされる場合、共同入札者全員が、入札参加の

資格を有することが必要です。 

カ 入札参加申込物件の変更及び取下げは、申込みの受付期間内に限って

行うことができます。 

キ 申込関係書類の提出は、郵送（書留等の記録が残る方法で送付してく

ださい。）又は直接持参にて行ってください。電話（ファックスを含み

ます。）等による申込受付は行いません。 

ク 入札参加申込手続が完了したときは、あらかじめ Yahoo!JAPAN ID で

認証されたメールアドレスに、「本申込完了」に係る電子メールを送信

します。 

４ 物件見学会 

売却物件の現地説明会等は開催しません。 

なお、随時売却物件の敷地を見ていただくことは可能です。 

５ 予定価格（最低入札価格）と入札保証金 

 予定価格と入札保証金の額は次のとおりです。 

物件番号

及び 

区分番号

物件所在地 
予定価格 

（最低入札価格）

入札保証金 

の額 

１ 津市川添町６１番３ 698,400 円 69,840 円

２ 津市川添町６１番４ 509,316 円 50,932 円

 入札参加希望者は、入札保証金として、上表の右欄に掲げる金額を入札

開始３開庁日前（平成２９年６月２６日（月））までに、津市が指定する

金融機関の口座に納付してください。口座番号等については、入札参加仮

申込手続を津市が確認した後、あらかじめ Yahoo!JAPAN ID で認証された

メールアドレスに電子メールでお知らせします。 



 入札保証金は、入札の終了後に所定の手続を経て、申込書にて指定され

た口座への振込みにより返金します。ただし、落札者については、契約保

証金へ充当します。 

 入札保証金には、利息を付しません。 

 落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、入札保証

金（契約保証金）は、津市に帰属することとなります。 

６ 入札及び開札 

 入札期間 

平成２９年６月２９日（木）１３時から平成２９年７月６日（木）１３

時まで 

 開札 

平成２９年７月６日（木）１３時以降に行います。 

 入札方法 

売却システムから入札価格を登録（一度のみ可能）することにより入札

を行います。 

入札価格の登録は、予定価格（最低入札価格）以上の額で行わなければ

なりません。 

 入札をなかったものとする取扱い 

入札参加の資格を満たさない者が行った入札について、当該入札を取り

消し、当該入札がなかったものとして取り扱うことがあります。 

 入札の中止等 

不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される

場合又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札

を中止することがあります。 

７ 落札者の決定 

 売却システムでの入札において、津市が定める予定価格以上の最高の価

格の入札者をもって落札者と決定します。 

 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、売却シス

テムにおける自動抽選で落札者を決定します。 

 落札者には、あらかじめ Yahoo!JAPAN ID で認証されたメールアドレス

に落札者として決定された旨の電子メールを送信します。 

 入札参加の資格を満たさない者が落札した場合又は入札金額の入力間違

いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、



売却物件の所有権は落札者に移転しません。 

８ 契約に付す条件 

落札者に対しては、契約において次の条件を付します。 

 用途制限 

落札者が、落札した物件を次の用途に供した場合は、津市は売却物件を

買戻しすることがあります。 

この場合、利息を付さずに契約金額で買戻しするものとします。 

ア 暴力団の事務所の用途 

イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法

律第１４７号）第４条第１項に規定する無差別大量殺人行為に係る用途 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第４項に規定する

接待飲食等営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これ

らに類する業に係る用途 

 契約の解除 

津市は、買受人が次のいずれかに該当するときは、契約を解除する場合

があります。 

ア 買受人又は買受人の役員等（法人の場合にあっては非常勤を含む役員、

支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営

に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者

及び経営に実質的に関与している者を、個人事業主にあってはその者及

びその者の支配人をいいます。以下同じ。）が次に掲げる者であると認

められるとき。 

(ｱ) 暴力団員 

(ｲ) 暴力団関係者（暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景

として暴力的不法行為等を行う者をいいます。） 

イ 買受人の経営又は運営に暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力

団員等」といいます。）が実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 買受人又は買受人の役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又

は個人をいいます。）と知りながら、これを不当に利用したと認められ

るとき。 

エ 買受人又は買受人の役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が



経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給

し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いると認められるとき。 

オ 買受人又は買受人の役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係若

しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 買受人が地方税法の規定による市区町村民税、固定資産税・都市計画

税及び軽自動車税を滞納していると認められるとき。 

キ この契約に定める義務を履行しないとき。 

 買受人は、 の定めによる契約の解除により損害を受けた場合において

も、津市に対してその補償を請求できません。 

 買受人は、 の定めにより、津市が契約を解除したときは、買受人の負

担で、物件を現状に回復して津市の指定する期日までに返還しなければな

りません。ただし、津市が特に認める場合はこの限りではありません。 

９ 契約 

 契約の締結 

落札者決定後、落札者は津市と契約を締結します。 

 契約書等の提出書類 

ア 契約書 

津市から２部送付しますので、２部ともに署名・押印を行い、１部の

みに収入印紙を貼付の上、２部とも平成２９年７月２６日（水）までに

提出してください。津市による記名・押印後、１部を落札者へ返送しま

す。契約は、津市が、落札者より返送された契約書に記名・押印したと

き確定します。 

イ 契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書 

ウ 市町村が発行する身分証明書（法人の場合は不要） 

エ 所有権移転登記嘱託請求書 

オ 登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）に定める登録免許税相当分

の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書 

登録免許税額は次のとおりです。 

物件番号

及び 

区分番号

物件所在地 
登録免許 

税額 

１ 津市川添町６１番３ 32,000 円



２ 津市川添町６１番４ 28,100 円

※ 提出書類のうち、イ及びエについては、津市ホームページから印刷で

きます。 

 契約保証金 

ア 落札者から提出された契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書に

基づき、入札保証金の全額を契約保証金に充当し、その後、契約保証金

の全額を売却代金に充当します。 

イ 契約者が売却代金を支払期日までに納入しないなどの理由により、契

約を解除した場合は、契約保証金は津市に帰属します。 

10 売却代金の支払期限等 

売却代金（売却代金から契約保証金を差し引いた残額）は、平成２９年７

月２８日（金）１７時１５分までに、次の方法のいずれかで津市へ納付しな

ければなりません。 

 津市が用意する納付書による津市が指定する金融機関窓口からの納付 

 津市が指定する金融機関の口座への振込みによる納付 

 現金の直接持参（持参したその日に納入手続を行いますので、開庁日の

１４時までに、津市政策財務部財産管理課へ持参してください。） 

11 所有権の移転・引渡し等 

 売却代金の全額納付があった時に所有権が移転するものとし、移転完了

後に物件を引き渡すものとします。 

 売却物件は、現状のまま引き渡すものとし、契約締結後に瑕疵が発見さ

れた場合は、津市は一切の責任を負いません。 

 物件の所有権の移転登記は津市が行いますが、所有権の移転登記に必要

な登録免許税額（収入印紙）は、落札者の負担となります。 

 売却物件を津市の許可なく第三者が占有している場合は、買受人が解決

を図るものとします。 

12 契約費用及び公租公課等 

次に掲げる費用については、すべて買受人の負担となります。 

 契約書に貼付する収入印紙（印紙税法の規定に基づき、契約金額により

変動します。） 

 物件引渡しに要する費用 

 所有権の移転登記に必要な登録免許税等 

 所有権移転後の公租公課 



 物件引渡し後に必要となる費用 

 その他契約に要する費用 

13 その他 

 入札に参加しようとする方は、記載された事項について熟知しておいて

ください。 

 買い受けた土地に建物を建築するに当たっては、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）等による

指導がなされる場合がありますので、あらかじめ関係機関で確認してくだ

さい。 

問い合わせ先 

津市政策財務部財産管理課財産活用担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１２６ 



津市上下水道事業告示第１７号 

津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第６条第１項の規定

により、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定

により告示する。 

  平成２９年５月１９日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

指定した工事店 

工事店名 所在地 指定期間 

株式会社キョ

ウシン 

鈴鹿市高岡町２６６５番地２ 平成２９年５月１日から 

平成３３年３月３１日まで

株式会社河芸

クリーン 

津市河芸町中別保２１５番地

１ 

平成２９年５月１５日から

平成３３年３月３１日まで



津市上下水道事業告示第１８号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第１項及

び第４項の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定

したので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業

管理規程第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２９年５月２２日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 指定年月日 

株式会社河芸ク

リーン 

津市河芸町中別保２１５番地

１ 

平成２９年５月８日 



津市教育委員会告示第９号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２９年５月１９日

       津市教育委員会

                      教育長 倉 田 幸 則

１ 招集の日時 

平成２９年５月２２日（月） 午後２時から

２ 招集の場所 

津市教育委員会庁舎４階 教育委員会室

３ 会議の事件 

 工事請負契約について（立成小学校給食室増築その他工事）

 工事請負契約について（藤水小学校大規模改造（第一期）工事）

 工事請負契約について（南郊中学校大規模改造（第一期）工事）

 津市通学区域審議会委員の一部委嘱替え等について



津市監査委員告示第４号 

 平成２９年３月３１日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第４項の規定

に基づく監査の結果を、同年５月２５日付けで下記のとおり請求人に通知した

ので、同項の規定に基づき、公表する。 

  平成２９年５月３０日 

  

津市監査委員 高 松 和 也 

                                     津市監査委員  駒 田 修 一 

                                     津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                     津市監査委員 田 中 千 福 

                 記 

第１ 請求の受理

１ 受理年月日 

本件監査請求書は、平成２９年３月３１日に受理した。 

２ 請求人の住所・氏名 

津市 正 次 幸 雄 

３ 請求の概要 

住民監査請求書、事実を証する書面及び平成２９年４月２４日に聴取し

た陳述の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりであると理解した。 

   主張の要旨 

市は、平成２７年度及び平成２８年度に一般社団法人津市観光協会 

（以下「協会」という。）を受注者とし、津駅前観光案内所運営業務委

託、観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託及び新聞雑誌広告等情報発信業

務委託に係る契約（以下「本件各契約」という。）を以下のとおり締結

したが、当該契約は、次の理由により委託契約資格の無い協会との単独

随意契約であり、違法行為である。 

津駅前観光案内所運営業務委託 

平成２７年度契約額 ９，８２８，０００円 

平成２８年度契約額 ９，８８２，０００円 

観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 



平成２７年度契約額 ８，４９５，２８０円 

平成２８年度契約額 ７，９９２，０００円 

新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

平成２７年度契約額 ５，５０２，６００円 

平成２８年度契約額 ５，８１０，４００円 

合計 

平成２７年度契約額 ２３，８２５，８８０円 

平成２８年度契約額 ２３，６８４，４００円 

また、当該契約は官製談合が疑われるとともに、平成２７年度から実

施された新規事業であり、協会との単独随意契約は、他の事業者を排除

し、協会に利益を誘導しようとする津市の思惑が窺われ、この行為は、

違法及び故意又は重過失である。 

    主張の理由 

ア 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。） 

に違反 

    （ア） 協会は、津市競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）

に登載されていない。 

    （イ） 市は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」 

という。）第１６７条の２第１項第２号による随意契約（以下「２ 

号随契」という。）として、名簿に登載されていない協会と、１者

だけの単独の見積合わせを行い、委託契約を締結した。 

    （ウ） 規則第１０条第１項では、「随意契約により契約を締結しようと

するときは、（略）名簿に登載された者のうち２人以上の者から見

積書を徴さなければならない。」と規定されている。 

イ 名簿の決定は、市長の決裁事項を無視した行為 

    （ア） 津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号。以下「規程」と

いう。）第４条第１８号（市長の決裁事項）で、「入札等の参加者

の決定に関すること」と規定されている。 

    （イ） 市は、名簿に登載されていない協会を見積書の徴取業者として商

工観光部長の決裁で決定している。 

      このことは、市長の決裁事項を無視した行為であり、市の行った

業務委託に関する行為は、全て無効である。 

   ウ 随意契約理由及び業者選定理由について 



（ア） 津駅前観光案内所運営業務委託 

観光案内業務を以前から行っていることを理由にすることは意図

的に他の業者を排除しようとする津市の思惑が窺われる。 

専用スペースについては、仕様書に確保を明記すれば、入札等に

参加を希望する業者は、仕様書に従い専用スペースを確保する。津

市は「協会が、現在確保している案内所の名称、住所、施設規模、

施設内容及び開設年月日」を仕様書に記載し、専用スペースとして

確保していることを協会への単独随意契約の理由にすることは、協

会しかないと決めつけたい津市の思惑が窺われる。現在、協会が観

光案内所として独自に運営している施設の概要を「運営業務委託仕 

様書」の「１案内所の概要」として記載すること自体異常なことで、 

このことから、見積書の徴取に係る決裁書の「見積書の徴取」以前

の早い時点で、協会に業務委託することが決定していたことが推測

される。予算計上時点では、既に協会に業務委託することが決定し

ていたと思われる。 

パンフレットの殆どは、三重県、津市及びホテル等の観光関連の

事業者が自身のＰＲのため作成しているもので、それらの事業者に

ＰＲ用と話せば無料でいただける。協会が津市補助金で作成してい

るパンフレットは、３種類から５種類程度を作成しているだけで、

他の業者に決まった場合は、印刷できるまでの間、津市が提供すれ

ば済むことである。 

協会は、「業務内容に全く精通」していない素人の職員や派遣職 

員で業務を実施しており、「業務内容に精通している」との理由は、 

協会との単独随意契約の理由にはならない。業務委託仕様書等を見

ると、旅行会社、新聞、雑誌及び広告関係の事業者、観光コース等

の企画会社等の専門事業者に委託したほうがより素晴らしい事業が

できる。業務の内容に精通しているとの理由は、協会しかないと決

めつけたい津市の思惑が窺われる。 

津市が理由にならない理由をつけている上、「最も望ましい。」

とは「協会しかできない」ではないことから、他の事業者でもでき

るとのことを意味している。 

    （イ） 観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託と新聞雑誌広告等情報発信業



務委託は、予定価格が１千万円を超えると、部長決裁で執行できな

いから２本に分割したと推測できる。観光誘客ＰＲキャンペーン業

務委託と新聞雑誌広告等情報発信業務委託は、同一の業務内容であ

る。 

「長年にわたって本市の観光案内や観光情報を発信している。」

との理由は、協会にしかできないとの特別な理由にはならない。 

「本市の観光ＰＲ事業は、協会が中心となり計画的に取り組んで 

いる。」との理由は、協会の業務のＰＲであり、津市の観光ＰＲは、 

今回、津市が業務委託するのは、津市が中心になり計画するもので、

協会にしかできないとの特別な理由にはならない。 

「専門的知識、ノウハウ、ネットワークを有している。」との理

由は、協会は「業務内容に全く精通」していない素人の職員や派遣

職員で業務を実施しており、「業務内容に精通している」との理由

は、協会との単独随意契約の理由にはならない。業務委託仕様書等

を見ると、旅行会社、新聞、雑誌及び広告関係の事業者、観光コー

ス等の企画会社等の専門事業者に委託したほうがより素晴らしい事

業ができる。業務の内容に精通しているとの理由は、協会しかない

と決めつけたい津市の思惑が窺われる。 

「効果的な事業の展開が期待できる。」と記述しているが、「期

待している」だけのことで、具体的に明確な効果が述べられておら

ず、理由にならない。 

    （ウ） 新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

      「（イ） 観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託」と同一の理由である。 

エ 契約の方法及び額等について 

（ア） 津市情報公開条例による公文書の開示資料から、委託料の積算が、 

津市は過去に協会が支出した当該業務の各科目の年間の総額を聞き

とり、直接経費として計上し、併せて「間接経費」を直接経費の２

５パーセント計上したのであり、また、別途入手した津市への調査 

照会に対する回答文書「津市総第９３４号「調査照会書について 

（回答）」（以下「津市総第９３４号調査照会回答文書」という。）」 

から、「予算について」の質問に対する回答は、津市が責任を持っ

て積算し、入札等を行う内容とはなっておらず、予算編成以前から

協会に単独随意契約することを決めていたことが分かる。 



（イ） 津市総第９３４号調査照会回答文書から、津駅前観光案内所運営 

業務については、市が実施すべきものとして委託にて実施と回答し

ている。津市がすべきものであれば、物品販売も津市が行うべきも

のと判断していると思われるが、特定の物品を津市が販売すること

を認めていいのか。直接経費の中には、物品販売の経費が含まれて 

いるうえ、間接経費は、その直接経費の４分の１（２５パーセント） 

で、物品販売の経費分も含まれている。協会は、物品販売の利益を

会員から徴収しており、津市が物品販売を認め、その経費と純利益

を追加して委託料を払っており問題である。 

（ウ） 津市総第９３４号調査照会回答文書から、津市は、名簿中の業者 

を調べることなく、協会に単独随意契約することを協会と合意して

いた。このことは、他の事業者を排除しているもので、「官製談合

や私的独占」と言わざるを得ない。 

（エ） 見積書の徴取及び業務委託契約によると、協会見積額（請求人の 

陳述において、「協会見積額」とは「積算資料の額」のことである

ことが確認された。）と津市予算額と予定価格が同額であること、

落札率が９９．９９パーセントから９９．９０パーセントの範囲に

集中していること及び協会見積額には間接経費として直接経費の２

５パーセントが含まれているにも関わらず超高落札率となっている

ことが確認され、協会は、予め、間接経費の率や金額、予定価格を

津市から知らされていたと推測される。以上から、津市と協会は、 

他の事業者を意図的に排除し、単独随意契約を結ぶことを計画した。 

   オ 令第１６７条の２第１項第２号と規則第１０条第１項との関係につ

いて 

     令第１６７条の２第１項第２号の規定は、「不動産の…その性質又 

は目的が競争入札に適しないものをするとき。」としており、「性質

又は目的」とは、（ア）新開発技術や特殊な技術、技能、資格等が必要な

業務（イ）法令等の規定により履行できる者が特定される業務（ウ）既に契約

した業務と密接不可分の関係にあり、同一業者以外に履行させると、

責任の所在が不明確になる業務（エ）コンペ、プロポーザル方式等の競争 

や比較により契約の相手方を予め特定している業務（オ）入試問題の印刷、 

職員採用試験の作成や採点業務などが、一般的に理解されている事項

である。津市の理由は、上記に含まれず、協会でなければできない特



殊な業務とはいえない。 

 求める措置の内容 

本件各契約により津市が受けた損害額平成２７年度２３，８２５，８

８０円、平成２８年度２３，６８４，４００円及び当該損害額返還に至

るまで年５％の利息額の合計額の返還を求める。 

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項 

  本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査

請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な監

査請求に係る財務会計行為が違法若しくは不当な行為に当たるか否か、と

した。 

２ 監査の手続 

   本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を商工観光部観光振

興課とし、関係書類の提出を求めるとともに、関係職員の陳述を聴取した。 

第３ 監査の結果 

１ 確認した事実の概要 

 本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、商工観光

部観光振興課が提出した関係書類、陳述の内容等により確認した事実の概

要は、次のとおりである。 

 本件各契約の締結に係る事実 

   平成２７年度津駅前観光案内所運営業務委託について 

商工観光部観光振興課は、平成２７年３月２６日付けで、津駅前観光

案内所運営業務委託を行うため、「平成２７年度津駅前観光案内所運営

業務委託に係る見積書の徴取について（伺い）」を決裁し、協会から見

積書を徴取した。 

商工観光部観光振興課は、平成２７年３月２７日付けで、「平成２７

年度津駅前観光案内所運営業務委託契約に係る契約の締結について（伺

い）」を決裁し、委託料の金額を９，８２８，０００円、契約期間を平

成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までとし、２号随契として

平成２７年４月１日付けで協会と委託契約を締結した。 

 平成２７年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託について 



商工観光部観光振興課は、平成２７年３月２６日付けで、観光誘客Ｐ

Ｒキャンペーン業務委託を行うため、「平成２７年度観光誘客ＰＲキャ

ンペーン業務委託に係る見積書の徴取について（伺い）」を決裁し、協

会から見積書を徴取した。 

商工観光部観光振興課は、平成２７年３月３０日付けで、「平成２７

年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託契約に係る契約の締結について

（伺い）」を決裁し、委託料の金額を８，４９５，２８０円、契約期間

を平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までとし、２号随契と

して平成２７年４月１日付けで協会と委託契約を締結した。 

 平成２７年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託について 

商工観光部観光振興課は、平成２７年４月３日付けで、新聞雑誌広告

等情報発信業務委託を行うため、「平成２７年度新聞雑誌広告等情報発

信業務委託に係る見積書の徴取について（伺い）」を決裁し、協会から

見積書を徴取した。 

商工観光部観光振興課は、平成２７年４月１０日付けで、「平成２７

年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託契約に係る契約の締結について 

（伺い）」を決裁し、委託料の金額を５，５０２，６００円、契約期間

を平成２７年４月１０日から平成２８年３月３１日までとし、２号随契

として平成２７年４月１０日付けで協会と委託契約を締結した。 

   平成２８年度津駅前観光案内所運営業務委託について 

商工観光部観光振興課は、平成２８年３月２８日付けで、津駅前観光

案内所運営業務委託を行うため、「平成２８年度津駅前観光案内所運営

業務委託に係る見積書の徴取について（伺い）」を決裁し、協会から見

積書を徴取した。 

商工観光部観光振興課は、平成２８年３月３０日付けで、「平成２８

年度津駅前観光案内所運営業務委託契約に係る契約の締結について（伺

い）」を決裁し、委託料の金額を９，８８２，０００円、契約期間を平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとし、２号随契として

平成２８年４月１日付けで協会と委託契約を締結した。 

   平成２８年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託について 

商工観光部観光振興課は、平成２８年３月２８日付けで、観光誘客Ｐ

Ｒキャンペーン業務委託を行うため、「平成２８年度観光誘客ＰＲキャ

ンペーン業務委託に係る見積書の徴取について（伺い）」を決裁し、協



会から見積書を徴取した。 

商工観光部観光振興課は、平成２８年３月３０日付けで、「平成２８

年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託契約に係る契約の締結について

（伺い）」を決裁し、委託料の金額を７，９９２，０００円、契約期間

を平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとし、２号随契と

して平成２８年４月１日付けで協会と委託契約を締結した。 

   平成２８年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託について 

商工観光部観光振興課は、平成２８年３月２８日付けで、新聞雑誌広

告等情報発信業務委託を行うため、「平成２８年度新聞雑誌広告等情報

発信業務委託に係る見積書の徴取について（伺い）」を決裁し、協会か

ら見積書を徴取した。 

商工観光部観光振興課は、平成２８年３月３０日付けで、「平成２８

年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託契約に係る契約の締結について 

（伺い）」を決裁し、委託料の金額を５，８１０，４００円、契約期間

を平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとし、２号随契と

して平成２８年４月１日付けで協会と委託契約を締結した。 

２ 結論 

監査の結果、本件監査請求について、次のとおり判断した。 

 本件監査請求の適法性に係る判断 

 ア 不適法な監査請求であると判断したもの 

   本件監査請求のうち、平成２７年度津駅前観光案内所運営業務委託、

平成２７年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託及び平成２７年度新

聞雑誌広告等情報発信業務委託に係る契約（以下「平成２７年度本件

各契約」という。）を対象とした請求は、不適法な監査請求であると

判断したので、監査の対象とすることはできない。 

 イ 適法な監査請求であると判断したもの 

   平成２８年度津駅前観光案内所運営業務委託、平成２８年度観光誘

客ＰＲキャンペーン業務委託及び平成２８年度新聞雑誌広告等情報発

信業務委託に係る契約（以下「平成２８年度本件各契約」という。）

を対象とした監査請求は、適法であると判断したので、監査の対象と

した。 

 適法な監査請求であるとしたものに係る判断 

  監査の対象とした財務会計行為に係る請求人の主張は、認めることは



できないものと判断した。 

３ 結論に至った理由 

 結論のうち、不適法な監査請求であると判断した理由及び適法な監査請

求に係る請求人の主張は是認できないと判断した理由については、次のと

おりである。 

 不適法な監査請求に係る判断理由について 

 法第２４２条第１項に基づく監査請求は、地方公共団体の長又は職員

等による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処

分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると

認めるとき、又は違法若しくは不当に財産の管理等を怠る事実があると

認めるときは、これらの行為又は怠る事実によって当該地方公共団体が

被った財産上の損害の補填のため、又は損害を被ることを防止するため

の必要な措置を講ずべきことを請求することができるものである。 

 そして、違法又は不当な財務会計上の行為について、同条第２項は 

「当該行為があった日又は終わった日から１年を経過したとき」は、正

当な理由がある場合を除き「これをすることができない」と定められて

おり、この期間制限の趣旨は、たとえ違法・不当な財務会計上の行為で

あったとしても、これをいつまでも監査請求あるいは住民訴訟の対象に

なり得る状態に置くことは、法的安定性を損ない好ましくないためであ

るとされている。（昭和６３年４月２２日最高裁判所第二小法廷判決）

 そこで本件監査請求についてみると、本件各契約の締結が違法である

ことを理由として措置を求めているものであり、本件監査請求のうち、

平成２７年度津駅前観光案内所運営業務委託契約の契約締結日は平成２

７年４月１日、平成２７年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託契約の

契約締結日は平成２７年４月１日及び平成２７年度新聞雑誌広告等情報

発信業務委託契約の契約締結日は平成２７年４月１０日となっているこ

とから、平成２７年度本件各契約の監査請求に係る措置請求書の提出は、

平成２７年度本件各契約締結の日から、いずれも１年を経過した後にな

されたものであると認められる。 

さらに、１年を経過して本件監査請求がなされたことについて、法第

２４２条第２項ただし書に規定する「正当な理由」があるか否かを判断

すると、「正当な理由」の有無は、特段の事情がない限り、地方公共団

体の住民が相当の注意力をもって調査したときに、客観的にみて当該行



為を知ることができたと解される時点から「相当な期間」内に監査請求

をしたかどうかによって判断すべきである。（前掲昭和６３年４月２２

日最高裁判所第二小法廷判決） 

 そこで本件監査請求についてみると、請求人が主張する内容のうち平

成２７年度本件各契約については、平成２８年８月３０日に開会された

平成２８年第３回津市議会定例会の決算特別委員会において、同年９月

２３日及び２６日に質疑された経緯があり、同委員会は原則公開のもと

開会されていたものであるとともに、市のホームページにおいても同委

員会の模様はライブ中継が行われていることから、請求人は遅くとも当

該質疑がなされた日には、本件監査請求をするに足る程度に、平成２７

年度本件各契約の内容を知ることができたものと解することができる。 

したがって、当該委員会での質疑の日を基準とした場合、本件監査請

求があった日は、同日から６か月以上経過しており、請求人が相当の注

意力をもって調査したときに、客観的にみて当該行為を知ることができ

たと解される時点から「相当な期間」内に監査請求されたものと認める

ことはできず（同趣旨／平成１４年９月１２日最高裁判所第一小法廷）、

平成２７年度本件各契約に係る監査請求が、財務会計上の行為の日から

１年を経過してなされたことについて、法第２４２条第２項ただし書に

規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

以上の理由から、平成２７年度本件各契約に係る監査請求は、法第２

４２条第２項に定める期間を徒過してなされたものとして、不適法なも

のであると判断した。 

 適法な監査請求に係る判断理由について 

本件監査請求書、事実を証する書面及び陳述の内容から、請求人が主

張する要旨を大別すれば、本件各契約について、市が協会と２号随契を

締結したことは違法であること、また、当該２号随契を締結するに当た

り、規則第１０条第１項に違反していること及び規程第４条第１８号に

違反していることの３つの主張が存在していると認められることから、

以下において、これら３点について判断した。 

ア ２号随契を締結したことの違法性について 

（ア） 随意契約理由及び業者選定理由について 

法第２３４条第１項は、「売買、貸借、請負その他の契約は、一

般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締



結するものとする。」とし、同条第２項は「前項の指名競争入札、 

随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、 

これによることができる。」としているが、これは、法が、普通地

方公共団体の締結する契約については、機会均等の理念に最も適合 

して公正であり、かつ、価格の有利性を確保し得るという観点から、 

一般競争入札の方法によるべきことを原則とし、それ以外の方法を

例外的なものとして位置づけているものと解することができる。そ 

して、そのような例外的な方法の１つである随意契約によるときは、 

手続が簡略で経費の負担が少なくて済み、しかも、契約の目的、内

容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手

方を選定できるという長所がある反面、契約の相手方が固定化し、

契約の締結が情実に左右されるなど公正を妨げる事態を生じるおそ

れがあるという短所も指摘され得ることから、令第１６７条の２第

１項は前記法の趣旨を受けて同項に掲げる一定の場合に限定して随

意契約の方法による契約の締結を許容することとしたものと解する

ことができる。 

ところで、同項第２号に掲げる「その性質又は目的が競争入札に

適しないものをするとき」とは、不動産の買入れ又は借入れに関す

る契約のように当該契約の目的物の性質から契約の相手方がおのず

から特定の者に限定されてしまう場合や契約の締結を秘密にするこ

とが当該契約の目的を達成する上で必要とされる場合など当該契約

の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可

能又は著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いがな

いが、必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入

札の方法によること自体が不可能又は著しく困難とはいえないが、

不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決

定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価

格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体に

おいて当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、

技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結を

するという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を

究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共

団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項第２



号に掲げる場合に該当するものと解するべきである。そして、この

ような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図

ることを目的として普通地方公共団体の契約の方法に制限を加えて

いる前記法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該

契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地

方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべき

ものと解するのが相当である。（昭和６２年３月２０日最高裁判所

第二小法廷判決）と解されている。 

そこで、平成２８年度本件各契約を２号随契により締結したこと

が、市の契約担当者の合理的な裁量判断といえるかどうかについて

検討する。 

ａ  津駅前観光案内所運営業務委託 

平成２８年度津駅前観光案内所運営業務委託は、本市の観光の

魅力を全国に向け広く情報発信するとともに、本市を訪れた観光

客等に対して的確な現地情報の提供を行うことを目的とするもの

である。 

この業務の目的を達成するためには複数の条件の全てを満たす

ことが必要で、一つひとつの条件を見ればその条件を満たす者が

存在したとしても、当該業務において、契約の相手方はそれらの

目的を達成するために全ての条件を満たす者であることとの考え

のもと、①協会は津市及びその周辺における観光の振興を図るこ

とにより、交流人口の拡大と地域経済の活性化を促進し、個性豊

かな観光都市の形成に寄与する目的を達成するため設立された一

般社団法人であり、この趣旨に沿った観光情報の提供及び観光客

の誘致促進等を目的とした観光事業を行うことが唯一可能な法人

であること、また、②平成２３年からは観光案内に係る業務を行

うため、津市の玄関口である津駅において専用スペースを確保し

ていることや当該案内業務を行うためのパンフレット等の資料を

保有し、観光案内業務にも精通していること等を踏まえると、最

も効果的な観光案内業務を行うためには協会が当該案内業務を行

うことが最も望ましいと解されることから、協会と契約したこと

は、性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当 

であり、ひいては津市の利益の増進につながるものと認められる。 



ｂ 観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託 

平成２８年度観光誘客ＰＲキャンペーン業務委託は、本市の観

光をＰＲするために、市内外、特に首都圏、関西圏、中京圏の大 

都市圏などを中心に観光展を実施し、旬のトピックスを捉えつつ、 

本市の魅力を直接的に来場者へＰＲすることにより、新規観光客

の獲得及びリピーターの獲得につなげ、本市への誘客の促進、観

光消費額の増大を図ることを目的とするものである。 

この業務の目的を達成するためには複数の条件の全てを満たす

ことが必要で、一つひとつの条件を見ればその条件を満たす者が

存在したとしても、当該業務において、契約の相手方はそれらの

目的を達成するために全ての条件を満たす者であることとの考え

のもと、ａの①と同様に、協会が唯一可能な法人であること、ま

た、②定款に基づく協会の取組内容等からみて、津市の観光ＰＲ

事業については、協会が中心となり計画的に取り組んでおり、観

光誘客につながる効果的な事業の展開が期待できると解されるこ

とから、協会と契約したことは、性質に照らし又はその目的を究

極的に達成する上でより妥当であり、ひいては津市の利益の増進

につながるものと認められる。 

ｃ  新聞雑誌広告等情報発信業務委託 

平成２８年度新聞雑誌広告等情報発信業務委託は、本市の観光

をＰＲするために、市内外、特に関西圏、中京圏の大都市圏など

を中心に、旬のトピックスを捉えつつ、本市の魅力を直接的に来

場者へＰＲすることにより、新規観光客の獲得及びリピーターの

獲得につなげ、本市への誘客の促進、観光消費額の増大を図るこ

とを目的とするものである。 

この業務の目的を達成するためには複数の条件の全てを満たす 

ことが必要で、一つひとつの条件を見ればその条件を満たす者が

存在したとしても、当該業務において、契約の相手方はそれらの

目的を達成するために全ての条件を満たす者であることとの考え

のもと、ａの①と同様に、協会が唯一可能な法人であること、ま

た、②定款に基づく協会の取組内容等からみて、津市の観光ＰＲ

事業については、協会が中心となり計画的に取り組んでおり、専

門的知識、ノウハウ及び独自のネットワークを有していることか



ら、観光誘客につながる効果的な事業の展開が期待できると解さ

れることから、協会と契約したことは、性質に照らし又はその目

的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては津市の利益

の増進につながるものと認められる。 

以上から、上記判例によれば、令第１項第２号の「その性質又 

は目的が競争入札に適しないもの」に該当するかどうかの決定は、 

市の契約担当者の合理的な裁量に委ねられており、市が平成２８

年度本件各契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に当た

ると判断し、協会と２号随契により平成２８年度本件各契約を締

結したことが、その裁量権を逸脱し又は濫用したものではなく、

請求人の主張は認められないものと判断した。 

（イ） 契約手続及び契約金額について 

本件各契約については、平成２７年度の予算編成前に協会に係る

事業及び補助金について、内容等の検証を行うとともに、事業仕分

け等を行い、「市が実施すべきもの」として委託にて実施すること

としたもので、予算については、協会を履行予定業者として、当該

業務委託に係る内容について協会と協議等を行うとともに、各業務

に係る経費等について、ヒアリングを行うなどしながら商工観光部

観光振興課において当該予算を計上したものであることが確認され

た。 

また、予定価格の積算については、予算計上に用いた資料をもと

に、それぞれの業務ごとに必要な直接的な経費、津駅前観光案内所

運営業務委託であれば、案内所運営に係る案内人賃金や案内所の光

熱費、賃借料、機器使用料、消耗品費など、観光誘客ＰＲキャンペ

ーン業務委託であれば、人件費や旅費、イベント出展経費、通信運

搬費、消耗品費など、新聞雑誌広告等情報発信業務委託であれば、

人件費や広告料、消耗品費などをそれぞれ直接経費として積算を行

い、当該経費をもとに、間接経費を積算し、直接経費と間接経費の

合計額を予定価格として設定したことが確認された。 

      このことから、平成２８年度本件各契約における契約の手続につ

いては、当該予算の範囲内において、予定価格を下回る額の見積書

が協会から提出され、契約の締結が行われたものであり、適正な契

約手続により行われたものと認められる。 



また、こうした適正な契約手続において、決定された契約金額に

ついては妥当なものであると解され、請求人の主張のみを根拠とし

て、平成２８年度本件各契約が違法であるとはいえず、請求人の主

張は採用することはできないと判断した。 

イ 規則第１０条第１項違反について 

請求人は、本件各契約において、名簿に登載されていない協会から

見積書を徴したことは、規則に違反し、本件各契約締結が違法である

旨主張する。 

     規則第１０条第１項によると、「随意契約により契約を締結しよう

とするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示し、津市競

争入札参加資格者名簿に登載された者のうち２人以上の者から見積書

を徴さなければならない。」と規定されている。 

平成２８年度本件各契約については、そもそも名簿は、競争性のあ

る業務に係る契約の適正な執行を図るため、本市が契約の相手方を指

名競争入札等によって選定する場合において、名簿への登載を希望す

る業者等について、事前に法人格や納税等の確認を行い、一定の資格

を有する者を名簿に登載することによって、入札に当たってあらため

て審査等を行うことなく競争が可能となるよう、受注者、発注者双方

にとって効率的かつ円滑な契約事務が執行できるよう作成されたもの

であり、また、同項の規定は、競争性のある業務に係る契約を随意契

約により締結しようとするときは、名簿に登載されたもののうち、２

人以上の者から見積書を徴さなければならないと解される。 

したがって、平成２８年度本件各契約は、「第３ 監査の結果」で

述べたとおり、競争性のない２号随契によるものであることから、名

簿に登載されていない協会から見積書を徴したことが同項の規定に反

するとはいえず、請求人の主張は認めることができないと判断した。 

ウ 規程第４条第１８号違反について 

請求人は、名簿の決定について、規程第４条第１８号に市長の決裁 

事項として「建設工事等における入札等の参加者の決定に関すること」 

と規定されているところ、津市は名簿に登載されていない協会を見積 

書の徴取業者として商工観光部長の決裁で決定している。このことは、 

市長の決裁事項を無視した行為であると主張する。 

     しかし、同号の規定は、津市が所掌する工事又は製造の請負等に係



る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を審査す

ること等について規定されたものであることから、建設工事等に当た

らない平成２８年度本件各契約には適用されず、平成２８年度本件各

契約は、それぞれの予定価格の金額が３００万円以上１，０００万円

未満であったことから、規程別表第１共通専決事項の規定により、商

工観光部長により決裁されたものであると解される。 

以上のことから、平成２８年度本件各契約は、規程に違反している

という請求人の主張は認められないものと判断した。 

第４ 意見 

   規則第１０条第１項の規定は、随意契約により契約を締結する際の名簿

の取扱いについて定めたものである。本件監査請求においては、同項の規

定の内容が請求人の疑念を抱くに至ったことから、疑義を生じさせること

のないよう、規則における関係条文の整理を行われたい。 

以上 



津市農業委員会告示第２号 

  平成２９年度津市農業委員会定期総会を次のとおり招集する。 

    平成２９年５月１８日 

                              津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

１ 招集の日時 

  平成２９年５月３０日（火）午後２時３０分 

２ 招集の場所 

  津市水道局２階大会議室 

３ 会議の事項 

 平成２８年度事業報告について 

 平成２９年度事業計画（案）について 

 その他 
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